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は
じ
め
に

　
松
下
圭
一
氏
の
業
績
は
膨
大
で
、
実
践
と
の
つ
な
が
り
は
多
岐
に
わ
た
り
、
概
観
も
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
氏
の
政
治
理
論
を

検
討
す
る
と
き
は
、
特
定
の
用
語
や
時
期
、
場
面
で
区
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
大
衆
社
会
論
争
、
地
域
民
主
主
義
論
、
構
造
改
革
論
と

の
か
か
わ
り
、「
シ
ビ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
」
論
と
革
新
自
治
体
の
理
論
的
支
柱
と
し
て
の
役
割
、
政
治
学
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
公
共
政
策
学

研
究
、
分
権
改
革
に
た
い
す
る
先
見
性
な
ど
が
主
た
る
切
り
口
と
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
。

　
多
岐
に
わ
た
る
氏
の
業
績
に
つ
い
て
「
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
印
象
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
評
価
は
、
同
一
人

物
が
精
力
的
に
論
稿
を
書
き
続
け
た
連
続
性
か
ら
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
そ
の
論
説
の
基
盤
に
「
同
じ
」
な
に
か
の
存
在
が
あ
る
た
め
で

は
な
い
か
。
つ
ね
に
松
下
氏
の
論
説
の
基
盤
に
あ
り
、
理
論
展
開
を
方
向
づ
け
た
も
の
、
そ
れ
が
都
市
型
社
会
論
で
は
な
い
か
。

　
政
治
・
政
策
の
動
態
の
根
底
に
あ
る
「
社
会
形
態
」
を
構
造
と
し
て
と
ら
え
、《
近
代
》
以
前
の
そ
れ
に
た
い
し
《
現
代
》
の
そ
れ
を
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ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
し
て
示
し
た
。
そ
れ
が
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
「
大
衆
社
会
論
」
と
し
て
提
起
さ
れ
、
一
九
七
二
年
ご
ろ
に

用
語
を
お
き
か
え
成
熟
さ
せ
た
「
都
市
型
社
会
論
」
で
あ
る
。
松
下
氏
の
論
説
は
、
一
貫
し
て
都
市
型
社
会
と
い
う
《
現
代
》
の
構
造
を

前
提
と
し
て
、
市
民
と
市
民
自
治
の
政
治
・
政
策
理
論
に
よ
り
く
み
た
て
ら
れ
て
い
る
。

　「
大
衆
社
会
論
」
は
松
下
氏
の
政
治
理
論
の
な
か
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
や
す
い
テ
ー
マ
だ
が
、
約
五
年
の
そ
の
時
代
で
完
結
し
た
も
の

と
し
て
扱
わ
れ
て
し
ま
い
、
大
衆
社
会
論
が
そ
の
の
ち
都
市
型
社
会
論
と
し
て
成
熟
し
、
松
下
氏
の
政
治
理
論
展
開
の
基
盤
で
あ
り
続
け

た
と
い
う
視
角
は
失
わ
れ
が
ち
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、「
都
市
型
社
会
論
」
は
、
松
下
氏
の
理
論
の
も
っ
と
も
強
固
な
基

盤
と
な
っ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
理
論
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
本
稿
で
は
、
大
衆
社
会
論
争
の
あ
と
に
示
さ
れ
る
都
市
型
社
会
論
を
め
ぐ
り
、
と
く
に
「
都
市
型
社
会
」
と
い
う
用
語
が
ど
の
よ
う
に

選
択
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
着
目
し
な
が
ら
、
そ
の
社
会
構
造
認
識
が
松
下
氏
の
論
説
の
重
要
な
基
盤
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
み
た

い
。
な
お
、
本
文
で
は
敬
称
は
略
す
る
。

一
　「
都
市
型
社
会
論
」
と
は
な
に
か

一
─
一
　「
松
下
政
治
理
論
」
を
つ
ら
ぬ
く
「
社
会
形
態
」
論

　
政
治
が
社
会
の
う
え
に
展
開
さ
れ
る
以
上
、「
生
活
構
造
な
い
し
社
会
が
変
わ
る
と
き
、
政
治
の
景
観
も
変
わ
り
、
こ
の
た
め
政
治
を

考
え
る
方
法
も
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
松
下 1994: 492

）。
松
下
圭
一
の
政
治
理
論
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
も
っ
と
も
基
盤
に

あ
り
、
松
下
の
政
治
理
論
を
特
徴
づ
け
て
い
る
も
の
の
ひ
と
つ
が
松
下
の
「
社
会
形
態
」
論
で
あ
ろ
う
。
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松
下
の
「
社
会
形
態
」
論
は
、
じ
し
ん
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、《
近
代
・
現
代
二
元
論
》
で
あ
る
。《
近
代
》
を
境
に
、《
近

代
》
以
前
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
社
会
と
し
て
の
《
現
代
》
を
、
松
下
は
一
九
五
〇
年
代
に
大
衆
社
会
論
と
し
て
、
の
ち
に
一
九
七
〇
年

代
に
入
っ
て
こ
れ
を
都
市
型
社
会
論
と
し
て
成
熟
さ
せ
て
い
っ
た
。

　
松
下
じ
し
ん
、「
大
衆
社
会
概
念
を
た
ん
な
る
「
状
況
解
説
」
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、「
社
会
形
態
」
概
念
と
し
て
設
定
し
て
い
た
」

（
松
下 1994: 493
）
と
し
、「
経
済
構
造
・
社
会
形
態
・
政
治
過
程
の
三
層
構
造
」（
松
下 2006: 25

）
に
よ
る
「
社
会
形
態
概
念
と
い

う
位
置
づ
け
が
で
き
て
い
た
た
め
に
、
大
衆
社
会
を
の
ち
に
《
都
市
型
社
会
》
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
た
」（
松
下 1994: 493

）

と
ふ
り
か
え
っ
て
る
。

　
松
下
は
「
大
衆
社
会
論
＝
都
市
型
社
会
論
」
を
立
論
し
て
《
近
代
・
現
代
二
段
階
論
》
と
い
う
〈
歴
史
・
構
造
〉
の
マ
ク
ロ
定
式
を
き

ず
い
て
」
い
っ
た
と
す
る
（
松
下 2014: 339

）。
大
衆
社
会
論
も
都
市
型
社
会
論
も
《
現
代
》
の
社
会
形
態
を
理
論
化
す
る
松
下
の
お

な
じ
視
角
か
ら
展
開
さ
れ
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
大
衆
」
と
い
う
言
葉
を
避
け
て
「
都
市
型
」
と
用
語
さ
れ
た
。
た
だ
、
大
衆
社
会
と
都

市
型
社
会
の
あ
い
だ
に
は
、
完
全
な
等
号
で
つ
な
げ
ら
れ
る
用
語
の
置
き
換
え
だ
け
で
は
な
く
、《
現
代
》
社
会
形
態
の
理
論
と
し
て
の

充
実
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　
松
下
の
政
治
理
論
の
基
盤
と
な
る
「
都
市
型
社
会
論
」
は
、
大
衆
社
会
論
を
起
点
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
《
現
代
》
の
成
立
と
同
時

進
行
で
整
理
さ
れ
、「
大
衆
」
の
代
わ
り
に
「
都
市
」
の
話
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
本
稿
で
は
、
本
節
で
都
市
型
社
会
論
の
主
要
キ
ー
ワ
ー
ド
を
整
理
し
、
つ
い
で
、
第
二
節
で
大
衆
社
会
論
を
都
市
型
社
会
論
と
の
関
係

で
再
検
討
し
、
第
三
節
で
「
都
市
型
社
会
論
」
の
用
語
の
成
立
と
そ
の
社
会
形
態
論
と
し
て
の
特
徴
を
考
察
し
、
第
四
節
で
は
大
衆
社
会

論
と
都
市
型
社
会
論
と
の
「
あ
い
だ
」
に
あ
る
も
の
を
考
察
し
、
松
下
の
「
都
市
型
社
会
論
」
の
成
立
を
と
ら
え
て
み
た
い
。
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二
　
都
市
型
社
会
論
の
主
要
キ
ー
ワ
ー
ド

　
都
市
型
社
会
論
と
そ
れ
に
関
連
す
る
理
論
が
も
っ
と
も
体
系
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の
は
『
政
策
型
思
考
と
政
治
』（
松
下 1991

）
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
同
書
で
の
記
述
を
も
と
に
、
松
下
の
都
市
型
社
会
論
の
主
要
な
用
語
と
構
成
を
整
理
し
た
い
。

　（
一
）
都
市
型
社
会
、
農
村
型
社
会
、
近
代
化

　
都
市
型
社
会
論
は
人
類
史
と
い
う
壮
大
な
枠
組
み
で
、
人
び
と
が
形
成
す
る
社
会
形
態
と
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
政
治
・
政
策
、
そ
の
主

体
を
め
ぐ
る
理
論
で
あ
る
。

　
都
市
型
社
会
は
、
ま
ず
、
人
類
が
誕
生
し
て
以
来
の
「
採
取
・
狩
猟
型
社
会
」
か
ら
、
二
回
の
《
大
転
換
》
を
へ
て
成
立
す
る
社
会
形

態
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
一
回
め
の
《
大
転
換
》
は
、
採
取
・
狩
猟
型
社
会
の
な
か
か
ら
、
複
数
の
コ
ー
ス
で
局
地
的
に
は
じ
ま
り
「
定
着
農
業
と
い
う
農
業
革

命
」
を
も
た
ら
す
「
農
業
化
」（
松
下 1991: 18

）
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、〈
農
村
型
社
会
〉
が
成
立
す
る
。

　
こ
の
「
農
業
化
」、
農
業
と
い
う
産
業
の
革
命
に
よ
る
社
会
形
態
の
変
化
は
、
農
業
技
術
の
伝
播
に
と
も
な
う
時
間
の
差
を
も
っ
て
進

み
、
王
権
の
自
立
や
都
市
の
形
成
は
、
早
い
と
こ
ろ
で
は
紀
元
前
三
〇
〇
〇
年
ご
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
大
陸
の
周
辺
部
で
あ
る
日
本
で
は

遅
れ
て
紀
元
前
後
に
農
業
化
が
は
じ
ま
り
、
王
権
の
自
立
、
都
市
の
形
成
は
西
暦
六
〇
〇
年
ご
ろ
と
な
る
。

　
農
村
型
社
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
生
態
・
風
土
条
件
、
さ
ら
に
呪
術
・
儀
式
あ
る
い
は
宗
教
を
ふ
く
め
、〈
地
域
個
性
文
化
〉
を
つ
く
り
だ

し
な
が
ら
、「
共
同
体
」
を
土
台
と
し
、「
身
分
」
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
は
、
社
会
余
剰
の
強
制
集
約
に
と
も
な
う
、
王
権
の
自
立
、
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都
市
の
形
成
、
つ
ま
り
政
治
・
権
力
・
階
級
の
発
生
が
は
じ
ま
り
、
時
に
は
帝
国
と
し
て
文
明
を
か
た
ち
づ
く
っ
た
（
松
下 1991:19

）。

　
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
個
性
を
も
つ
経
済
、
文
化
が
世
界
各
地
で
生
ま
れ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
農
業
と
い
う
生
産
形
態
を
基
盤
に
育
ま
れ
た

農
村
型
社
会
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
農
村
型
社
会
は
数
千
年
続
く
が
、
一
六
、
一
七
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
人
類
史
二
回
め
の
《
大
転
換
》
が
起
こ
る
。
こ
れ
が
「
近

代
化
」
で
、
こ
れ
に
よ
り
農
村
型
社
会
は
都
市
型
社
会
に
移
行
を
は
じ
め
す
る
。
こ
の
「
近
代
化
」
と
都
市
型
社
会
へ
の
移
行
は
地
球
規

模
で
す
す
む
不
可
逆
の
変
動
で
あ
り
、
現
在
な
お
進
行
中
の
転
換
で
あ
る）1
（

。

　（
二
）
近
代
化
＝
工
業
化
・
民
主
化

　
こ
の
二
回
め
の
《
大
転
換
》
を
う
み
だ
す
「
近
代
化
」
と
は
す
な
わ
ち
「
工
業
化
・
民
主
化
」
で
あ
り
、「
社
会
形
態
」
の
変
化
を
お

し
す
す
め
、
都
市
型
社
会
を
成
立
さ
せ
る
。「
近
代
化
」
は
都
市
型
社
会
論
、
松
下
の
《
近
代
・
現
代
二
元
論
》
の
核
心
で
も
あ
り
、
松

下
の
政
治
理
論
を
構
成
す
る
重
要
な
概
念
で
あ
る
。

　
こ
の
工
業
化
・
民
主
化
＝
近
代
化
は
、
国
家
（
ス
テ
ー
ト
）
を
推
力
と
し
自
然
科
学
・
啓
蒙
科
学
を
前
衛
と
し
な
が
ら
、
一
八
〇
〇
年
前
後
、

　
　
　
工
業
化
→
産
業
革
命
（
←
自
然
科
学
）

　
　
　
民
主
化
→
市
民
革
命
（
←
啓
蒙
哲
学
）

　
に
よ
っ
て
活
力
を
ま
し
、
そ
の
後
、
工
業
化
・
民
主
化
の
地
球
規
模
へ
の
拡
大
と
な
る
。（
松
下 1991: 20

）
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近
代
化
つ
ま
り
工
業
化
・
民
主
化
は
、
農
村
型
社
会
が
つ
ち
か
っ
て
き
た
共
同
体
・
身
分
を
破
壊
し
、
国
レ
ベ
ル
の
政
府
を
構
築
す
る
。

日
本
で
は
「
家
」
が
つ
い
て
訳
さ
れ
る
が
、「
近
代
国
家
」
で
あ
る
。
近
代
化
は
こ
れ
を
推
進
機
構
と
し
て
進
行
す
る
。
世
界
史
上
で
は
、

先
行
し
て
「
近
代
国
家
」
と
な
っ
た
国
々
の
「
帝
国
主
義
」
地
球
分
割
が
進
み
、「
弾
圧
と
搾
取
、
戦
争
と
侵
略
の
時
代
」（
松
下 1991: 

20

）
の
出
現
と
な
る
。
近
代
化
が
も
た
ら
し
た
こ
の
圧
力
を
「
外
圧
」
と
し
て
受
け
た
国
々
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
じ
く
国
家
の
構
築

に
よ
る
自
立
か
、
そ
れ
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
家
に
よ
る
植
民
地
化
か
、
と
い
う
厳
し
い
選
択
」（
松
下 1991: 20

）
に
直
面
す
る
。

　
松
下
は
、
近
代
化
＝
工
業
化
・
民
主
化
は
「
地
球
規
模
の
構
造
変
動
」
で
あ
り
、
こ
の
工
業
化
・
民
主
化
が
〈
普
遍
文
明
原
理
〉
と
な

り
、「
世
界
共
通
文
化
」
を
う
み
だ
し
て
い
く
と
す
る
。

　
近
代
化
の
過
程
で
お
こ
る
〈
近
代
派
〉
と
〈
保
守
派
〉
の
対
立
は
、
近
代
化
と
む
か
い
あ
う
国
の
内
部
の
工
業
化
・
民
主
化
を
推
進
す

る
側
と
、
農
村
型
社
会
が
地
域
で
育
ん
で
き
た
「
地
域
個
性
文
化
」
を
厳
守
し
よ
う
と
す
る
側
と
の
分
裂
で
あ
る
と
説
明
す
る
（
松

下 1991: 20

─21

）。
こ
の
、
社
会
に
内
在
す
る
近
代
セ
ク
タ
ー
と
伝
統
セ
ク
タ
ー
の
「
二
重
構
造
」
は
近
代
化
が
は
じ
ま
る
と
衝
突
し
、

そ
の
進
展
で
激
化
す
る
。
こ
れ
が
解
消
に
む
か
う
の
は
、
人
び
と
の
く
ら
し
の
基
盤
整
備
が
共
同
体
か
ら
〈
政
策
・
制
度
〉
の
役
割
に
移

行
す
る
近
代
化
Ⅲ
型
政
策
段
階
と
な
る
。

　
近
代
化
は
、
二
〇
世
紀
の
「
戦
争
」
と
「
革
命
」
の
時
代
を
つ
く
り
、
冷
戦
を
う
み
だ
し
て
い
く
。
だ
が
同
時
に
、
Ⅰ
人
権
保
障
、
Ⅱ

南
北
調
整
、
ま
た
工
業
化
が
前
提
と
し
て
き
た
「
生
産
資
源
の
無
限
大
、
環
境
容
量
の
無
限
大
」
と
い
う
前
提
が
崩
壊
す
る
た
め
Ⅲ
環
境

保
全
と
い
う
課
題
が
、
①
核
、
②
侵
略
、
③
災
害
と
い
う
危
機
管
理
の
問
題
と
と
も
に
、「
地
球
規
模
で
の
世
界
共
通
課
題
」
と
し
て
成

立
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
、
国
の
「
主
権
」
で
完
結
し
な
い
、
国
際
機
構
に
よ
る
〈
世
界
政
策
基
準
〉
の
策
定
も
現
実
の
も
の
と
な
っ

て
い
る
（
松
下 1991: 21

─22

）。

　
こ
の
近
代
化
と
い
う
歴
史
過
程
か
ら
み
た
と
き
、
松
下
は
、
資
本
主
義
か
社
会
主
義
か
と
い
う
体
制
選
択
が
「
幻
想
」
で
あ
っ
た
と
す
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る
（
松
下 1991: 24

）。
そ
こ
に
あ
っ
た
の
は
、
後
発
国
が
国
政
府
を
推
力
と
し
て
近
代
化
を
す
す
め
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
市
場
原
理

に
基
づ
い
て
す
す
め
る
か
、
国
政
府
主
導
の
計
画
原
理
に
よ
っ
て
す
す
め
る
か
と
い
う
選
択
で
あ
っ
た
と
す
る
。
資
源
の
制
約
が
あ
り
市

場
が
未
成
熟
な
後
発
国
で
は
後
者
が
選
択
さ
れ
や
す
く
、
集
権
的
な
計
画
原
理
に
よ
る
資
源
配
分
は
開
発
独
裁
に
つ
な
が
る
。
た
だ
し
、

工
業
化
に
よ
る
《
分
業
》
の
拡
大
・
深
化
が
す
す
む
ほ
ど
、
市
場
原
理
は
不
可
避
と
な
る
（
松
下 1991: 25

）。「
社
会
主
義
体
制
」
と

し
て
語
ら
れ
て
き
た
の
は
、「
工
業
化
初
期
段
階
の
開
発
独
裁
」
で
あ
っ
て
、
破
綻
し
た
の
は
「
後
発
国
型
の
官
僚
司
令
経
済
」
で
あ
っ

た
。
ま
た
「
資
本
主
義
体
制
」
の
市
場
原
理
も
、
こ
ん
に
ち
で
は
、
誘
導
型
の
「
柔
ら
か
い
計
画
方
式
を
市
場
原
理
の
う
え
に
開
発
し
て

き
た
」（
松
下 1991: 26
）。
か
つ
て
資
本
主
義
体
制
の
も
の
・
社
会
主
義
体
制
の
も
の
、
と
さ
れ
た
市
場
原
理
・
計
画
原
理
は
、
政
府

の
失
敗
・
市
場
の
失
敗
を
ふ
せ
ぐ
最
適
体
制
の
構
想
の
た
め
に
「
相
互
に
相
対
化
さ
れ
、
相
補
的
な
政
策
相
関
原
理
と
な
っ
た
」（
松

下 1991: 27

）
と
す
る
。

　
近
代
化
＝
工
業
化
・
民
主
化
は
、
身
分
ま
た
共
同
体
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
農
村
型
社
会
を
解
体
し
て
い
き
、
そ
こ
か
ら
「
個
人
」
を

析
出
し
、
そ
の
生
活
条
件
の
整
備
は
共
同
体
で
は
な
く
〈
政
策
・
制
度
〉
の
課
題
と
な
る
。
そ
の
「
最
低
生
活
水
準
（
シ
ビ
ル
・
ミ
ニ
マ

ム
）」
整
備
が
、
市
民
の
代
行
機
関
で
あ
る
政
府
の
役
割
と
な
る
。
市
民
は
そ
の
直
接
の
当
事
者
で
あ
り
、
市
民
参
加
は
不
可
欠
で
あ
る
。

　
近
代
化
の
進
行
に
よ
り
、
い
つ
「
都
市
型
社
会
」
が
成
立
す
る
か
に
つ
い
て
は
明
確
な
指
標
は
な
い
と
し
つ
つ
、
松
下
は
産
業
人
口
の

構
成
に
着
目
す
る
。「
都
市
型
社
会
」
へ
の
移
行
は
農
業
人
口
が
三
〇
％
を
切
っ
た
段
階
、
そ
の
成
立
は
一
〇
％
を
切
っ
た
段
階
と
す
る

（
松
下 1991: 36

）。
日
本
で
は
高
度
成
長
期
の
一
九
六
〇
年
ご
ろ
移
行
、
一
九
八
〇
年
ご
ろ
成
立
と
な
る
（
松
下 1991: 70

）。

　
か
つ
て
は
共
同
体
に
よ
る
解
決
、
あ
る
い
は
個
人
の
貧
困
の
問
題
に
帰
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
課
題
は
〈
政
策
・
制
度
〉
に
よ
り
対
応

さ
れ
、
拡
大
・
深
化
し
て
ひ
と
び
と
の
く
ら
し
を
支
え
る
基
盤
と
な
っ
た
。

　
市
民
が
み
ず
か
ら
の
課
題
に
自
由
に
と
り
く
む
市
民
自
治
は
、
政
策
主
体
を
多
様
化
さ
せ
政
治
に
か
か
わ
る
機
会
を
多
元
化
さ
せ
る
。
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政
府
は
「
国
」
の
独
占
名
称
で
は
な
く
、
ロ
ッ
ク
・
モ
デ
ル
の
信
託
に
よ
る
市
民
自
治
の
代
行
機
関
と
し
て
、
地
域
固
有
課
題
に
と
り
く

む
自
治
体
、
国
、
世
界
共
通
課
題
に
と
り
く
む
国
際
機
構
に
分
化
す
る
。
こ
れ
を
松
下
は
「
政
府
の
三
層
化
」（
松
下 1991: 30

）
と
呼

ぶ
。
政
治
は
、
多
元
・
重
層
化
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
政
治
の
局
面
を
も
つ
分
節
政
治
モ
デ
ル
と
な
る
。

　
都
市
型
社
会
で
は
、
近
代
化
の
推
力
で
あ
っ
た
国
は
三
層
の
政
府
の
ひ
と
つ
と
し
て
相
対
化
さ
れ
、「
絶
対
・
無
謬
・
包
括
性
」
を
も

つ
「
国
家
観
念
」
は
破
綻
す
る
と
さ
れ
る）2
（

（
松
下 1991: 90

）。

　（
三
）
社
会
形
態
と
政
策
類
型

　
農
村
型
社
会
、
都
市
型
社
会
、
そ
し
て
そ
の
間
の
過
渡
期
で
あ
る
近
代
化
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
形
態
に
対
応
し
た
政
策
類
型
を
も

つ
。

　
定
着
農
業
が
は
じ
ま
り
、
採
集
・
狩
猟
社
会
に
比
べ
て
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
生
産
力
に
よ
り
、
人
間
は
集
住
し
て
一
定
規
模
以
上
の
社

会
を
つ
く
り
、
そ
こ
に
は
社
会
余
剰
が
生
ま
れ
、
そ
れ
を
集
約
す
る
権
力
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
規
模
が
ひ
ろ
が
り
、
都
市
の
成
立
、
王
権

の
自
立
を
み
る
。
農
村
型
社
会
の
成
立
で
あ
る
。

　
農
村
型
社
会
で
は
、
社
会
余
剰
の
集
約
が
支
配
層
の
課
題
と
な
る
。
支
配
層
の
支
配
・
生
活
の
維
持
と
誇
示
を
目
的
に
、
社
会
余
剰
の

安
定
し
た
と
集
約
、
集
約
さ
れ
る
量
の
拡
大
を
め
ざ
し
て
手
段
が
講
じ
ら
れ
る
。
社
会
余
剰
の
集
約
環
境
と
し
て
の
治
安
・
軍
事
、
集
約

方
法
と
し
て
の
貢
納
・
徴
税
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
治
安
・
軍
事
、
貢
納
・
徴
税
は
、
人
類
が
も
つ
は
じ
め
て
の
〈
政
策
・
制
度
〉
で
あ

る
。
時
代
、
社
会
形
態
が
変
わ
り
、
そ
の
目
的
と
具
体
的
方
法
は
変
わ
っ
て
も
、
こ
ん
に
ち
も
展
開
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
名

称
は
「
原
基
型
政
策
」
と
さ
れ
て
い
る
（
松
下 1991: 36

─40

）。

　
近
代
化
の
過
程
は
、
三
段
階
の
「
構
造
政
策
」
と
し
て
展
開
さ
れ
、
松
下
は
こ
れ
を
近
代
化
Ⅰ
型
政
策
、
近
代
化
Ⅱ
型
政
策
、
近
代
化
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Ⅲ
型
政
策
に
整
理
す
る
（
松
下 1991: 43

─44

）。
こ
こ
で
は
表
に

整
理
し
た
。

　
農
村
型
社
会
で
あ
ら
わ
れ
る
原
基
型
政
策
と
同
様
、
近
代
化
過
程

で
あ
ら
わ
れ
る
近
代
化
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
型
政
策
も
ま
た
、
こ
ん
に
ち
も

展
開
さ
れ
て
い
る
。
社
会
形
態
に
応
じ
て
生
ま
れ
た
政
策
類
型
は
累

積
し
て
い
く
と
い
え
る
。

　
で
は
、
都
市
型
社
会
に
対
応
し
て
あ
ら
わ
れ
る
政
策
類
型
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。
松
下
は
こ
れ
を
「
市
民
型
政
策
」
の
可
能
性
と

し
て
示
し
た
（
松
下 1991: 49

─51

）。「
近
代
化
の
推
力
を
な
し
た

国
レ
ベ
ル
の
政
府
を
め
ぐ
る
〈
主
権
国
家
〉
と
い
う
幻
想
の
解
体
」

（
松
下 1991: 49

）
が
は
じ
ま
る
。
政
府
の
三
分
化
が
す
す
み
、
公

共
課
題
に
た
い
す
る
市
民
自
治
と
し
て
の
市
民
活
動
、〈
政
策
・
制

度
〉
に
た
い
す
る
〈
市
民
制
御
〉
を
つ
う
じ
て
、
多
元
・
重
層
化
す

る
分
節
政
治
を
特
徴
と
す
る
都
市
型
社
会
に
お
い
て
、
市
民
は
政
治

主
体
で
あ
り
政
策
主
体
で
あ
る
。

　（
四
）
社
会
形
態
と
人
間
型

　
都
市
型
社
会
の
成
立
は
、
人
間
型
を
農
村
型
か
ら
都
市
型
へ
と
変

表　社会構造と政策類型の歴史的展開

農村型社会
原基型政策
（伝統政策）

Ⅲ型段階の市民課題
（市民型政策？＊）Ⅰ型 Ⅱ型

近 代 化 政 策
Ⅲ型

都市型社会近代化（＝工業化・民主化）

政治装置の構築・
統一基盤の形成 

生産力の整備・
国富の増大

生活権の保障・
国富の再配分

支配層の
支配の継続

行政・議会・裁判所など創設
国語、通貨、度量衡など統一
道路など交通、通信など整備
教育制度、国民宗教など擁立

治安・軍事
貢納・徴税

資本蓄積
（国内／植民地）
経済開発

 （保護貿易／自由貿易）

社会保障・
社会資本・
社会保健
シビル・ミニマム
の公共整備

権力の構造改革
一元化理論
（国家主権） 

経済の構造改革
二元・対立型理論
（階級闘争）

社会の構造改革
多元・多重型理論
（市民自治）

基盤政策
財政政策
治安政策
軍事政策

福祉政策
都市政策
環境政策

経済政策

政治スタイル
の転換

世界共通
課題

分権化
国際化
文化化

国際人権
南北調整
環境保全
危機管理 

（核・侵略・災害）

分節政治理論

分権化政策
国際化政策
文化化政策

国際人権政策
国際経済政策
国際環境政策
国際平和／協力政策

特
徴

政
策
展
開

政
治
理
論

構
造
変
動

現
代
分
化

松下（1991:36-46、1996:12、1987:4）から土山が作成。ただし、行のタイトルは「現代分化」以外は土山が設定。
＊松下（1987、1991）では「市民型政策」が使われているが、後年の松下（1996）ではこの用語は使われず、「Ⅲ型段階の市民課題」とされる。

歴史的展開

現代的再編
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え
、《
市
民
文
化
》
を
う
み
だ
す
可
能
性
を
も
ち
は
じ
め
る
と
松
下
は
論
じ
る
。「
都
市
型
社
会
が
必
然
的
に
〈
市
民
〉
を
つ
く
り
だ
す
の

で
は
な
い
」（
松
下 1991: 52

）
が
、「
地
域
規
模
の
共
同
体
自
給
を
ふ
ま
え
て
、
耕
作
と
い
う
自
然
と
の
対
話
が
つ
づ
く
旧
来
の
農
村

型
社
会
と
、
地
球
規
模
の
分
業
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
ひ
ろ
が
り
を
も
ち
、
た
え
ず
相
互
の
会
話
・
討
論
を
必
要
と
す
る
都
市
型
社

会
と
の
対
比
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
生
活
様
式
が
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
」。

　
さ
ら
に
、
共
同
体
を
原
型
と
す
る
農
村
型
社
会
に
お
け
る
生
活
様
式
に
比
べ
、
⑴
最
低
生
活
条
件
つ
ま
り
シ
ビ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
の
公
共

整
備
が
、
餓
死
か
ら
の
解
放
を
も
た
ら
し
、
⑵
教
養
と
余
暇
の
増
大
は
、
文
化
水
準
・
政
治
習
熟
の
変
化
を
も
た
ら
し
、
⑶
政
治
参
加
制

度
の
拡
大
が
自
治
・
共
和
型
理
念
の
定
着
を
も
た
ら
す
。
そ
の
熟
度
は
地
域
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
が
、
農
村
型
社
会
に
お
け
る
状
況
と
は

大
き
く
異
な
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
農
村
型
社
会
で
は
一
部
の
支
配
層
が
こ
う
し
た
環
境
を
享
受
し
て
い
た
と
し
て
も
、
広

汎
な
個
人
、
社
会
を
構
成
す
る
ひ
と
り
ひ
と
り
に
た
い
し
て
〈
政
策
・
制
度
〉
と
し
て
こ
れ
ら
が
用
意
さ
れ
て
い
る
都
市
型
社
会
と
は
そ

の
状
況
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。

　
松
下
は
「
こ
の
都
市
型
社
会
の
成
立
に
と
も
な
う
、
底
辺
ま
で
の
⑴
⑵
⑶
の
下
降
定
着
は
、
人
々
の
「
文
化
水
準
」
の
変
化
と
し
て
、

人
類
史
は
じ
ま
っ
て
以
来
の
画
期
を
な
す
」（
松
下 1991: 53

）
と
す
る
。
こ
れ
が
、「《
市
民
型
人
間
型
》
の
大
量
醸
成
」（
松
下 1991: 

52

）
と
な
り
、
こ
の
層
、
市
民
を
主
体
と
す
る
地
域
規
模
、
国
規
模
、
地
球
規
模
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
課
題
に
た
い
す
る
と
り
く
み
が
〈
市

民
活
動
〉
と
し
て
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
発
生
す
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
松
下
も
い
う
よ
う
に
、
都
市
型
社
会
に
な
れ
ば
す
べ
て
の
個
人
が
市
民
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、〈
政
策
・
制
度
〉

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
う
え
に
ひ
と
び
と
の
生
活
が
な
り
た
つ
都
市
型
社
会
で
は
、
ひ
と
は
そ
の
い
と
な
み
の
な
か
で
政
策
課
題
の
当
事
者

に
な
り
う
る
。
そ
う
し
た
課
題
の
解
決
を
め
ざ
す
政
治
主
体
、
政
策
主
体
と
「
な
る
」
ひ
と
び
と
は
、
属
性
で
も
所
在
で
も
も
は
や
限
定

さ
れ
な
い
。「
都
市
中
間
層
」
は
、
近
代
化
の
進
行
す
る
な
か
で
旧
来
の
政
治
サ
ー
ク
ル
に
よ
ら
ず
あ
た
ら
し
く
〈
市
民
〉
と
「
な
る
」
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一
九

も
の
が
多
い
層
で
あ
り
、
都
市
型
社
会
が
成
立
す
れ
ば
⑴
⑵
⑶
に
よ
っ
て
そ
の
可
能
性
は
広
範
に
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　
大
衆
社
会
論
と
大
衆
社
会
論
争

二
─
一
　
大
衆
社
会
論
争
と
は
な
ん
だ
っ
た
（
と
い
わ
れ
て
い
る
）
か

　（
一
）
松
下
の
大
衆
社
会
論
提
起
と
そ
の
展
開

　
一
九
五
六
年
、
松
下
が
『
思
想
』
に
寄
稿
し
た
「
大
衆
社
会
と
そ
の
問
題
性
」（
松
下 1956a

）
は
、
大
衆
社
会
論
と
い
わ
れ
る
大
き

な
議
論
を
五
年
に
わ
た
っ
て
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。

　
そ
の
論
争
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
誤
読
、
誤
解
を
は
ら
ん
だ
も
の
だ
っ
た
が
、「
大
衆
社
会
」
の
呼
称
と
、
あ
る
意
味
で
は

《
現
代
》
に
た
い
す
る
視
線
が
惹
起
さ
れ
た
機
会
だ
っ
た
。

　
松
下
が
「
震
源
」
と
な
っ
た
大
衆
社
会
論
争
に
つ
い
て
、
本
書
で
は
本
格
的
に
入
り
込
む
こ
と
は
し
な
い
。
大
衆
社
会
論
争
に
つ
い
て

は
、
加
茂
利
男
（1973

）
が
、
そ
の
「
終
息
」
か
ら
一
〇
年
あ
ま
り
を
へ
て
一
定
の
整
理
を
し
て
い
る
。
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九

六
〇
年
ご
ろ
ま
で
の
時
代
状
況
の
な
か
で
、
松
下
の
問
題
提
起
が
ど
う
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
大
塚
信
一

（2015

）
が
振
り
返
っ
て
い
る
。
ま
た
、
思
想
と
し
て
の
「
大
衆
社
会
論
」
か
ら
み
た
松
下
「
大
衆
社
会
」
理
論
に
つ
い
て
は
、
山
田
竜

作
（2004

）
が
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
松
下
の
「
大
衆
社
会
論
」
の
提
起
が
、
松
下
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
図
と
意
味
が
あ

っ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
都
市
型
社
会
論
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
、
大
衆
社
会
論
と
そ
の
経
緯

を
検
討
し
た
い
。
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　『
思
想
』
一
九
五
六
年
一
一
月
号
は
大
衆
社
会
を
特
集
し
、
松
下
の
「
大
衆
社
会
と
そ
の
問
題
性
」
は
そ
の
特
集
論
考
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
。
松
下
に
と
っ
て
は
、
膨
大
な
著
作
群
の
も
っ
と
も
初
期
の
こ
ろ
の
仕
事
で
あ
る）3
（

。

　「
大
衆
社
会
論
」
の
紹
介
は
、
そ
れ
ま
で
に
も
清
水
幾
太
郎
（1951

）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
当
時
は
「
マ
ス
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
」

と
用
語
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
松
下
の
大
衆
社
会
論
が
「
大
衆
社
会
論
争
」
と
い
わ
れ
る
現
象
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
そ
の
な
か
に
、

「
大
衆
社
会
」
で
あ
る
《
現
代
》
の
社
会
形
態
に
「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
の
理
論
と
ア
プ
ロ
ー
チ
が
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
へ
の
問
題
提
起

が
は
い
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
と
き
沸
騰
し
た
大
衆
社
会
論
は
、
加
茂
の
整
理
に
よ
れ
ば
、『
思
想
』
一
九
五
六
年
一
一
月
の
松
下
「
大
衆
社
会
と
そ
の
問
題
性
」

（
松
下 1956a

）、『
中
央
公
論
』
一
九
五
七
年
二
月
号
の
藤
田
省
三
「
現
代
革
命
思
想
の
問
題
点
」、
同
三
月
号
の
松
下
「
マ
ル
ク
ス
主

義
の
二
〇
世
紀
的
転
換
」（
松
下 1957a
）
と
、
こ
れ
ら
に
刺
激
さ
れ
た
「
マ
ル
ク
ス
主
義
陣
営
の
側
」（
加
茂 1973: 62

）
か
ら
の
反

論
群
が
あ
げ
ら
れ
、
な
か
で
も
同
六
月
号
の
芝
田
進
午
「『
大
衆
社
会
』
理
論
へ
の
疑
問
　
マ
ル
ク
ス
主
義
学
徒
の
立
場
か
ら
」（
芝

田 1957

）、
上
田
耕
一
郎
「『
大
衆
』
社
会
理
論
と
マ
ル
ク
ス
主
義
」（
上
田 1958

）
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
論
争
そ
の
も
の
の
「
終

息
」
は
ふ
た
た
び
『
思
想
』
一
九
六
〇
年
一
〇
月
号
誌
上
の
特
集
「
大
衆
社
会
の
再
検
討
」
が
あ
げ
ら
れ
、
こ
こ
に
は
松
下
が
「
大
衆
社

会
論
の
今
日
的
位
置
」（
松
下 1960

）
を
寄
稿
し
て
い
る
。

　（
二
）《
現
代
》
社
会
形
態
の
定
位
と
し
て
の
大
衆
社
会
論

　「
松
下
の
大
衆
社
会
論
の
画
期
性
は
、
政
党
派
マ
ル
ク
ス
主
義
お
よ
び
近
代
主
義
（
戦
後
啓
蒙
）
の
両
方
を
批
判
し
、
独
自
の
「
現
代
」

社
会
理
論
を
提
示
し
た
」（
和
田 2015: 171

）
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
単
純
な
否
定
で
は
な
く
、
近
代
・〔
近
代
〕
市
民
社
会
と
異
な
る

《
現
代
》「
社
会
形
態
」
つ
ま
り
「
大
衆
社
会
」
が
あ
ら
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
は
ら
む
問
題
性
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
主
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義
理
論
が
そ
れ
に
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　「
大
衆
社
会
と
そ
の
問
題
性
」
の
構
成
を
み
る
と
、
ま
ず
、〈
大
衆
〉
的
問
題
状
況
と
し
て
、「「
社
会
」
の
形
態
変
化

0

0

0

0

」〔
傍
点
マ
マ
〕

を
次
の
よ
う
に
概
括
す
る
。

　
資
本
制
内
部
に
お
け
る
生
産
の
社
会
化
を
起
動
因
と
す
る
Ⅰ 

労
働
者
階
級
を
中
核
と
す
る
人
口
量
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
、
Ⅱ 

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の

社
会
化
に
と
も
な
う
大
量
生
産
・
大
量
伝
達
の
飛
躍
的
発
達
、
Ⅲ 

Ⅰ
、
Ⅱ
を
基
礎
と
し
た
伝
統
的
社
会
階
層
別
の
平
準
化leveling

に
よ
る
政0

治0

的
平
等
化

0

0

0

0

を
前
提
と
し
て
、
社
会
形
態
の
変
化
が
必
然
化
さ
れ
、
こ
こ
に
「
社
会
」
は
機
械
化
さ
れ
た
大
衆
社
会
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。〔
傍
点
マ
マ
〕（
松
下 1956a: 11

）

　
こ
の
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
は
同
論
文
で
こ
の
あ
と
Ⅰ 

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
、
Ⅱ 

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
、
Ⅲ 

政
治
的
平
等
化
の
進
行
と
ま
と

め
ら
れ
、
く
り
返
し
指
摘
さ
れ
る
。

　
こ
の
と
き
、「
人
口
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
」
は
「
伝
統
的
な
生
産
手
段
か
ら
の
乖
離
と
労
働
力
の
商
品
化
」
と
説
明
さ
れ
る
。「
労
働
者

階
級
の
量
的
増
大
と
、
独
占
段
階
の
人
口
構
成
の
優
れ
た
特
徴
を
な
す
新
中
産
階
級
」（
松
下 1956a: 11

）
が
登
場
し
て
く
る
の
で
あ

る
。
松
下
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

従
来
、
資
本
主
義
の
論
理
的
前
提
で
あ
り
な
が
ら
も
、「
市
民
社
会
」
に
と
っ
て
非
存
在
で
あ
っ
た
労
働
者
階
級
は
、
社
会
内
部
の
存
在
に
な
る
こ

と
に
よ
っ
て
、〈
大
衆
〉
と
し
て
定
位
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
ま
で
体
制
外
在
的
な
労
働
者
階
級
は
、
あ
ら
た
に
蓄
積
さ
れ
た
新
中
間
階
級
と

と
も
に
、
体
制
内
在
的
な
〈
大
衆
〉
に
転
化
す
る
（
松
下 1956a: 11

）。
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第
2
節
で
は
こ
の
よ
う
な
「
社
会
の
形
態
転
化
」
が
も
た
ら
さ
れ
た
経
緯
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
着
目
さ
れ
る
の
は
、「
独
占
資
本

主
義
は
、
資
本
の
蓄
積
・
集
中
を
基
礎
に
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
を
槓
桿
と
し
て
、
生
産
過
程
自
体
の
変
化
を
も
た
ら
す
。
こ
の
生
産

過
程
の
変
化
は
「
組
織
化
」
と
「
原
子
化
」
を
媒
介
と
し
て
、
さ
ら
に
「
社
会
形
態
」
の
変
化
を
論
理
的
に
必
然
た
ら
し
め
て
い
く
。」

（
松
下 1956a: 14
）
と
い
う
表
記
で
あ
り
、
こ
の
「
組
織
化
」
と
「
原
子
化
」
の
過
程
は
、「
Ａ 

機
構
化
」「
Ｂ 

集
団
化
」
を
登
場
さ

せ
、
さ
ら
に
、「
社
会
過
程
の
ａ 

技
術
化
、
ｂ 

情
緒
化
」
に
つ
な
が
る
と
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
「
大
衆
社
会
」
と
い
う
社
会
形
態
の
記
述
に
は
、
工
業
化
に
よ
る
「
人
口
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
」、
ま
た
こ
の
層
の
自
由
権

の
拡
大
（
松
下 1991: 30

）
つ
ま
り
工
業
化
と
政
治
的
平
等
化
＝
民
主
化
と
い
う
、
都
市
型
社
会
論
の
核
と
な
る
概
念
が
す
で
に
み
ら

れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
二
─
三
で
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
。

　
こ
う
し
た
社
会
形
態
の
変
容
は
、
第
三
項
「〔
近
代
〕
市
民
社
会
の
崩
壊
」
と
「
大
衆
社
会
」
の
形
成
を
も
た
ら
す
。
そ
の
第
四
項

「
大
衆
の
形
成
過
程
」
で
は
労
働
者
階
級
の
「
主
体
化
」
と
、
そ
れ
に
つ
づ
く
「
客
体
化
」
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
で
は
、

「
生
産
力
の
発
展
」
が
「
Ａ 

商
品
の
大
量
・
規
格
・
廉
価
生
産
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
Ｂ 

物
理
的
・
心
理
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ

ン
形
態
に
革
命
的
な
変
化
を
も
た
ら
」
し
、「
大
量
生
産
・
大
量
伝
達
を
媒
介
と
し
た
感
性
的
消
費
文
化
」
と
し
て
第
五
項
「
大
衆
文
化

の
成
立
」
を
み
る
と
す
る
。
第
六
項
「
政
治
過
程
の
変
質
」
で
は
こ
う
し
た
「
大
衆
」
の
「
体
制
」
へ
の
内
部
化
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
、

こ
の
「
特
殊
二
〇
世
紀
的
」
な
状
況
に
た
い
す
る
認
識
、
対
応
を
め
ぐ
っ
て
第
七
項
で
「
社
会
主
義
の
分
裂
」
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
最
後
に
、
松
下
は
、
こ
う
し
た
「
大
衆
社
会
」
が
も
た
ら
し
う
る
状
況
に
た
い
し
、
以
下
の
よ
う
に
提
起
し
、
し
め
く
く
る
。

　
最
後
に
、〈
大
衆
〉
状
況
の
克
服
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
克
服
は
ま
さ
に
〈
大
衆
〉
状
況
を
も
た
ら
し
た
社
会
形
態
の
変
化
自
体
に
よ
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三

っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
む
し
ろ
、
こ
れ
は
積
極
的
条
件
と
し
て
機
能
し
う
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
日
常
的
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、

大
衆
的
に
保
持
さ
れ
て
い
る
市
民
的
自
由
の
実
質
的
確
保
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
現
在
の
危
機
は
市
民
的
自
由
が
内
部
か
ら
空
洞

化
さ
れ
る
点
に
も
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
も
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
も
、
お
な
じ
〈
大
衆
〉
化
の
論
理
を
追
及
し
て
い

る
と
し
て
も
、
こ
の
市
民
的
自
由
の
確
保
の
条
件
に
つ
い
て
、
そ
の
「
相
違
」
は
い
か
に
強
調
さ
れ
よ
う
と
も
強
調
さ
れ
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
の
で

あ
る
。
市
民
的
自
由
は
、
形
式
的
自
由
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
こ
と
な
く
む
し
ろ
変
革
と
い
う
階
級
の
論
理
の
内
部
に
結
合

0

0

し
さ
ら
に
再
構
成
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
い
で
第
二
に
、
こ
の
市
民
的
自
由
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
、
市
民
的
自
由
の
初
等
学
校
と
し
て
の
自
主
的
集
団
の
形
成
で
あ

る
。
こ
の
自
主
的
集
団
は
個
人
を
政
治
的
に
訓
練
し
て
い
く
と
と
も
に
、
体
制
の
論
理
へ
の
抵
抗
核
と
し
て
機
能
す
る
。

〔
傍
点
マ
マ
〕（
松
下 1956a: 34

）

　〈
大
衆
〉
状
況
の
克
服
の
可
能
性
は
、
そ
の
状
況
じ
し
ん
に
内
在
す
る
「
市
民
的
自
由
の
実
質
的
確
保
」
と
そ
れ
に
根
ざ
し
た
「
自
主

的
集
団
の
形
成
」
に
あ
る
と
す
る
こ
の
記
述
は
、《
現
代
》
の
社
会
形
態
が
も
つ
課
題
に
た
い
す
る
可
能
性
を
松
下
が
当
初
か
ら
認
識
し

て
い
た
こ
と
、
状
況
そ
れ
じ
し
ん
が
必
然
と
し
て
未
来
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
く
、「
大
衆
社
会
・
大
衆
政
治
の
成
立
が
、
今
日
の
市

民
社
会
・
市
民
政
治
の
成
立
条
件
」（
松
下 2006: 25
）
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
た
だ
し
、
こ
う
し
た
「
市
民
的
自
由
」「
市
民
」
像
に
つ
い
て
は
、
松
下
が
「
規
範
」
と
し
て
描
く
「
市
民
」
の
主
体
性
や
身
体
性
を

問
う
た
指
摘
が
あ
る
（
和
田 1995: 185

、
小
野
寺 2015 159
─169

な
ど
）。

二
─
二
　
大
衆
社
会
論
の
「
誤
読
」

　（
一
）「
誤
読
」
と
そ
の
原
因

　「
大
衆
社
会
論
」
は
、
松
下
の
提
起
し
た
意
図
と
は
異
な
る
方
向
に
「
誤
読
」
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
「
誤
読
」
に
は
二
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つ
あ
る
と
み
る
。
ひ
と
つ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
大
衆
」
と
い
う
用
語

が
す
な
わ
ち
「
衆
愚
」
と
し
て
の
そ
れ
と
解
さ
れ
た
こ
と
と
に
区
別
し
う
る
。

　
前
者
に
つ
い
て
、
大
衆
社
会
論
争
が
「
大
衆
社
会
論
対
マ
ル
ク
ス
主
義
」
と
し
て
す
す
め
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
松
下
じ
し
ん
は
そ
の
よ

う
な
構
図
は
意
図
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
「
大
衆
社
会
」
と
い
う
「
特
殊
二
〇
世
紀
的
状
況
」
に
ど
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
主
義
が
対
応
す

る
か
と
い
う
問
題
提
起
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
松
下
は
「
一
貫
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
的
枠
組
み
を
、
工
業
社

会
の
理
論
と
し
て
用
い
た
」（
山
田 2004: 118

）
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
松
下
の
提
起
を
、「
二
〇
世
紀
的
転
換
」
の
戦
略
構
想
を
う
な
が
す
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
当
時
の
「
正
統
」

を
批
判
、
否
定
す
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。

　
山
田
は
こ
う
し
た
反
応
の
理
由
と
し
て
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
あ
げ
る
。
一
九
五
六
年
は
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
が
起

き
た
年
で
あ
り
、「
日
本
の
多
く
の
い
わ
ゆ
る
「
正
統
派
」
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
は
、
松
下
の
大
衆
社
会
論
に
強
く
反
発
し
た
が
、
そ

の
理
由
は
単
に
彼
ら
が
松
下
の
意
図
や
発
想
を
理
解
し
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
松
下
の
理
論
が
、
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
な
ど
の
一
連
の
事

件
に
乗
じ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
を
批
判
す
る
も
の
と
、
あ
る
い
は
修
正
主
義
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
」（
山
田 2004: 102

）。

　
ま
た
、
一
九
六
三
年
か
ら
『
思
想
』
の
編
集
部
員
で
あ
っ
た
大
塚
は
、
当
時
の
時
代
状
況
を
「
敗
戦
か
ら
一
〇
年
し
か
経
っ
て
い
な
い

時
期
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
良
く
も
悪
く
も
、
圧
倒
的
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
社
会
科
学
の
分
野
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義

の
教
説
と
こ
と
な
っ
た
見
解
を
表
明
す
る
こ
と
は
、
反
革
命
あ
る
い
は
修
正
主
義
の
徒
と
し
て
命
取
り
に
な
る
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
」（
大
塚 2015: 104

）。
と
す
る
。

　
こ
の
た
め
、
松
下
は
「
誤
解
さ
れ
た
主
役
」（
大
塚 2015: 110

）
と
し
て
、「
正
統
」
ゆ
え
に
「
勝
利
」
し
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た

「
正
統
派
」
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
激
し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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　（
二
）〈
大
衆
〉
社
会
状
況
の
「
肯
定
」
と
大
衆
社
会
論
の
「
否
定
」

　
だ
が
、
松
下
の
反
応
、
ま
た
の
ち
の
回
顧
で
は
、
大
衆
社
会
論
の
受
け
止
め
ら
れ
か
た
に
つ
い
て
、
こ
の
「
正
統
派
」
マ
ル
ク
ス
主
義

に
よ
る
批
判
に
つ
い
て
は
強
く
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

　
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
こ
う
し
た
批
判
の
お
お
く
は
松
下
に
と
っ
て
、「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
究
極
的
全
能
性
に
た
い
す
る
確
信
」（
松

下 1957b: 229
）
か
ら
出
た
「
セ
ッ
カ
チ
な
誤
解
な
い
し
誤
読
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
し
か
思
わ
れ
な
い
」（
松
下 1957b: 230

）
も
の

だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
松
下
は
「
マ
ル
ク
ス
主
義
対
大
衆
社
会
論
と
い
う
印
象
」
を
も
た
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
「
残
念
」
と

す
る
が
、
こ
う
し
た
確
信
に
よ
る
誤
読
に
つ
い
て
は
諦
め
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。

　
し
か
し
、
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
そ
う
し
た
「
誤
読
」
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
松
下
の
提
起
し
た
「
社
会
形
態
」
の
進
行
に
つ
い

て
は
一
定
の
理
解
を
得
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
松
下
の
大
衆
社
会
論
の
提
起
は
、《
近
代
》
に
た
い
す
る
《
現
代
》
の
定
位
で
あ
っ
た
。
加
茂
利
男
は
大
衆
社
会
論
争
を
ふ
り
か
え
っ

て
「
戦
後
の
日
本
社
会
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
性
格
、
い
わ
ば
そ
の
歴
史
的
＝
構
造
的
な
質
を
把
え
る
「
視
座
」
の
確
定
を
め
ぐ
る
論

争
」（
加
茂1973: 61

）
と
表
現
し
た
が
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
《
現
代
》
を
と
ら
え
る
《
近
代
・
現
代
二
段
階
論
》
の
提
起
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
松
下
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
「
現
状
」
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
「
現
状
」
が
松
下
の
大
衆
社
会
論
に
よ
り

説
明
さ
れ
う
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
「
立
場
」
か
ら
の
批
判
者
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。「
事
実
と
し
て
の
大
衆
社
会
的
状

況
」
は
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
加
茂1973: 70

）。
し
た
が
っ
て
、
松
下
の
大
衆
社
会
論
の
提
起
は
、「
正
統
派
」
マ
ル
ク
ス
主
義

に
も
「
役
だ
っ
た
こ
と
は
率
直
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
上
田1958: 206
）
と
さ
れ
る
。

　
松
下
じ
し
ん
が
当
時
か
ら
「
現
在
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
の
人
び
と
も
「
大
衆
」
化
現
象
を
事
実
と
し
て
承
認
す
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
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れ
は
事
実
と
し
て
あ
る

0

0

か
ら
で
あ
る
。
上
田
耕
一
郎
も
私
と
の
対
談
で
「
大
衆
」
化
現
象
を
「
今
ま
で
マ
ル
ク
ス
主
義
の
側
か
ら
は
た
だ

腐
朽
化
、
寄
生
化
、
植
民
地
化
と
い
う
観
念
で
か
た
づ
け
て
き
た
こ
と
が
お
お
い
」（『
東
大
新
聞
』〔
一
九
五
七
年
〕
五
月
二
二
日
号
）

と
は
っ
き
り
大
衆
社
会
論
の
提
起
し
た
問
題
を
承
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
大
衆
社
会
論
争
の
一
つ
の
成
果
で
あ
っ
た
。
芝
田
も
大
衆
社
会
論

と
「
大
衆
」
化
現
象
と
は
一
応
論
理
的
に
区
別
し
、「
大
衆
」
化
現
象
を
事
実
と
し
て
は
承
認
す
る
」〔
傍
点
、
ま
た
（
　
）
内
原
文
マ

マ
〕（
松
下 1957b: 235

）

　
む
し
ろ
、
松
下
が
気
に
し
た
の
は
、「
大
衆
は
能
動
的
か
受
動
的
か
」（
松
下 2006: 25

）、
ま
た
「
マ
ス
対
エ
リ
ー
ト
と
い
う
対
抗
軸

で
う
け
と
ら
れ
が
ち
」（
松
下 1994: 525

）
こ
と
で
あ
っ
た
。

　（
三
）〈
大
衆
〉
と
い
う
用
語

　
大
衆
社
会
論
争
の
「
終
息
」
を
『
思
想
』
一
九
六
〇
年
一
〇
月
号
と
す
る
の
は
こ
の
論
争
を
あ
つ
か
う
論
稿
に
概
ね
共
通
す
る
が
、
こ

の
年
に
は
一
九
六
〇
年
安
保
改
定
反
対
運
動
が
起
こ
り
、
現
行
憲
法
体
制
の
危
機
と
し
て
国
会
を
未
曾
有
の
デ
モ
隊
が
と
り
ま
き
、
改
定

は
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
改
憲
を
念
頭
に
安
保
を
改
定
し
た
岸
信
介
首
相
が
退
陣
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
こ
と
は
、「
現
代
」
社
会
に
お
け
る
「
人
び
と
」、
大
衆
社
会
論
で
大
衆
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
層
が
「
衆
愚
」
で
は
な
く
、

「
目
覚
め
た
」
政
治
主
体
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
、
そ
れ
を
も
っ
て
大
衆
社
会
論
が
「
敗
北
」「
破
綻
」
し
た
と
宣
言
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義

に
た
つ
側
か
ら
の
主
張
に
つ
な
が
っ
た
。
一
方
、
同
じ
号
で
清
水
幾
太
郎
は
そ
の
状
況
を
敗
北
で
は
な
く
「
大
衆
社
会
論
の
勝
利
」（
清

水 1960

）
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

　
そ
こ
に
は
、「
大
衆
」
は
す
な
わ
ち
「
能
動
的
か
受
動
的
か
」
と
い
う
問
題
設
定
が
、「
終
息
」
に
当
た
っ
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
よ
く
わ
か
る
。
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松
下
が
指
摘
し
た
の
は
、
だ
が
、「
労
働
者
階
級
を
中
心
と
す
る
こ
れ
ま
で
忘
れ
ら
れ
て
い
た
名
も
な
き
人
び
と
が
、
政
治
生
活
、
社

会
生
活
の
前
面
に
大
量
に
進
出
し
て
き
た
二
〇
世
紀
独
占
段
階
の
社
会
形
態
」（
松
下 1957b: 233

）
で
あ
る
。「
大
衆
社
会
」
で
は
、

「
人
び
と
」
は
原
子
化
し
組
織
化
さ
れ
、「
体
制
」
に
内
部
化
さ
れ
る
可
能
性
を
持
つ
。
だ
が
、
そ
の
「
克
服
」
も
ま
た
「〈
大
衆
〉
状
況

を
も
た
ら
し
た
社
会
形
態
の
変
化
自
体
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
む
し
ろ
、
こ
れ
は
積
極
的
条
件
と
し
て
機
能
し
う
る

の
で
あ
る
」（
松
下 1956a

）
そ
の
筆
頭
が
「
市
民
的
自
由
の
実
質
的
確
保
」、
松
下
が
当
初
「
Ⅲ 

政
治
的
平
等
」
と
し
た
大
衆
社
会
の

特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
政
治
を
「
可
能
性
の
技
術
」
と
す
る
松
下
は
、「
大
衆
社
会
」
は
、
ま
た
、「「
市
民
」
的
人
間
型
の
現
代
的
可
能

性
」
と
、
原
子
化
し
組
織
化
さ
れ
体
制
に
内
部
化
さ
れ
る
可
能
性
を
と
も
に
「
名
も
な
き
人
び
と
」
に
も
た
ら
す
「
条
件
」
を
整
理
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
七
六
年
の
流
行
歌
「
東
京
砂
漠
」
は
、

〔
①
〕
空
が
哭
い
て
る
　
煤
け
汚
さ
れ
て
／
〔
②
〕
ひ
と
は
や
さ
し
さ
を
　
ど
こ
に
棄
て
て
き
た
の

だ
け
ど
あ
た
し
は
　
好
き
よ
こ
の
都
会
が
／
〔
③
〕
肩
を
よ
せ
あ
え
る
　
あ
な
た
…
あ
な
た
が
い
る

あ
な
た
の
傍
で
　
あ
あ
　
暮
ら
せ
る
な
ら
ば
／
つ
ら
く
は
な
い
わ
　
こ
の
東
京
砂
漠

あ
な
た
が
い
れ
ば
　
あ
あ
　
う
つ
む
か
な
い
で
／
歩
い
て
行
け
る
　
こ
の
東
京
砂
漠
（
吉
田
旺
作
詞
・
内
山
田
洋
作
曲
。
数
字
は
土
山
）

と
唄
う
。
歌
謡
曲
は
時
勢
、
社
会
を
映
す
と
言
わ
れ
る
が
、
ま
さ
に
、
①
工
業
化
が
す
す
み
、
②
人
間
味
を
感
じ
さ
せ
な
い
原
子
化
（
機

械
化
）
し
た
社
会
の
な
か
で
、
③
「
自
由
」
意
思
で
よ
り
そ
う
「
人
び
と
」
の
連
帯）4
（

が
そ
の
「
砂
の
よ
う
な
大
衆
」
の
集
合
と
し
て
の
社

会
状
況
を
克
服
し
う
る
と
い
う
、「
大
衆
社
会
」
の
状
況
が
、
的
確
で
体
感
的
に
、
み
ご
と
に
表
現
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
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　「
大
衆
社
会
」
の
「
大
衆
」
と
い
う
用
語
が
、「
衆
愚
」
な
い
し
エ
リ
ー
ト
に
操
作
さ
れ
る
客
体
と
し
て
の
存
在
と
読
み
取
ら
れ
る
こ
と

か
ら
く
る
「
大
衆
社
会
」
へ
の
「
誤
読
」
は
、
こ
の
の
ち
、「
大
衆
社
会
」
を
置
き
換
え
る
用
語
の
模
索
と
な
り
、
そ
れ
は
「
都
市
型
社

会
」
に
た
ど
り
着
く
の
で
あ
る
。

二
─
三
　
大
衆
社
会
論
の
「
都
市
型
社
会
論
」
フ
レ
ー
ム

　「
都
市
型
社
会
論
」
の
用
語
に
い
た
る
過
程
を
検
討
す
る
前
に
、「
大
衆
社
会
論
」
段
階
で
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
「
都
市
型
社
会

論
」
の
理
論
フ
レ
ー
ム
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
松
下
自
身
、「
大
衆
社
会
論
＝
都
市
型
社
会
論
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
大
衆
社
会
論
は
、

単
に
用
語
の
お
き
か
え
で
は
な
く
、「
大
衆
社
会
」
状
況
の
進
捗
に
あ
わ
せ
て
洗
練
さ
れ
、
都
市
型
社
会
論
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
松
下
の
都
市
型
社
会
論
の
枠
組
み
を
も
っ
と
も
シ
ン
プ
ル
に
と
ら
え
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
農
村
型
社
会
か
ら
（
1
）「
工
業
化
＋
民
主

化
＝
近
代
化
」
を
へ
て
、（
2
）
構
造
の
ま
っ
た
く
異
な
る
都
市
型
社
会
に
移
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　「
大
衆
社
会
論
」
の
最
初
の
提
起
は
一
九
五
六
年
、「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」
と
『
経
済
白
書
』
が
い
い
、
し
か
し
の
ち
の
松
下
が

「
都
市
型
社
会
へ
の
移
行
」
期
と
し
た
一
九
六
〇
年
代
に
入
る
以
前
で
あ
る
。
そ
う
し
た
時
代
の
拘
束
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
衆

社
会
論
の
な
か
に
都
市
型
社
会
論
の
基
本
フ
レ
ー
ム
は
十
分
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
最
初
の
論
文
で
あ
る
「
大
衆
社
会
国
家
の
成
立
と
そ
の
問
題
性
」（
松
下 1956a

）
を
み
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、「
二
〇
世
紀
に
お

け
る
欧
米
資
本
主
義
の
独
占
段
階
」（
松
下 1956a: 10

）
で
は
、
前
述
の
と
お
り
、「
生
産
の
社
会
化
」
に
よ
り
、「
Ⅰ 

労
働
者
階
級
を

中
核
と
す
る
人
口
量
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
、
Ⅱ 

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
社
会
化
に
と
も
な
う
大
量
生
産
・
大
量
伝
達
の
飛
躍
的
発
達
、
Ⅲ 

Ⅰ
、

Ⅱ
を
基
礎
と
し
た
伝
統
的
社
会
階
層
別
の
標
準
化leveling 

に
よ
る
政
治
的
平
等
化

0

0

0

0

0

0

を
前
提
と
し
て
、
社
会
形
態
の
変
化
」〔
傍
点
マ
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マ
〕（
松
下 1956a: 11

）
が
必
然
と
し
て
実
現
す
る
と
説
明
さ
れ
た
。
こ
の
三
点
が
「
大
衆
社
会
」
が
う
み
だ
さ
れ
る
「
前
提
」
条
件

と
な
る
。

　
大
衆
社
会
論
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
時
代
の
射
程
は
、「
特
殊
二
〇
世
紀
的
状
況
」「
二
〇
世
紀
に
お
け
る
欧
米
資
本
主
義
の
独
占
段

階
」
だ
が
、
こ
の
時
期
は
都
市
型
社
会
論
で
い
う
近
代
化
「
Ⅲ
型
段
階
」
か
ら
都
市
型
社
会
へ
の
移
行
期
に
あ
た
る
。

　
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、《
近
代
》
か
ら
《
現
代
》
へ
の
移
行
で
あ
り
、「
封
建
」
か
ら
「
近
代
」
へ
の
移
行
の
主
役
と
な
っ

た
層
は
名
望
家
や
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
層
と
い
っ
た
名
望
家
層
、「
現
代
」
の
移
行
に
あ
た
っ
て
は
「
名
も
な
き
市
民
」
で
あ
る
労
働
者
階
級
に

主
役
が
移
行
す
る
。
そ
の
過
程
が
ど
の
よ
う
に
え
が
か
れ
て
い
る
か
、
少
し
長
い
が
、
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
農
業
生
産
力
の
上
昇
と
商
品
経
済
の
浸
透
に
よ
る
封
建
的
共
同
体
の
崩
壊
に
は
じ
ま
り
、
石
炭
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
背
景
と
す
る
「
産
業
革

命
」
を
へ
て
確
立
し
た
産
業
資
本
主
義
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
尖
鋭
化
さ
れ
た
よ
う
な
「
政
治
革
命
」
の
ア
ル
フ
ァ
と
な
り
オ
メ
ガ
と
な
り
つ
つ
、

そ
れ
自
体
社
会
過
程
の
「
革
命
」
を
も
た
ら
し
た
。
共
同
体
の
打
破
に
よ
る
国
民
経
済
の
統
一
と
農
民
層
の
分
解
に
と
も
な
う
労
働
者
階
級
の
蓄
積

並
び
に
資
本
家
階
級
の
社
会
的
政
治
的
上
昇
が
こ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
産
業
資
本
主
義
段
階
に
お
い
て
は
、
共
同
体
の
崩
壊
に
も
か
か
わ

ら
ず
機
械
化
は
生
産
過
程
に
限
定
さ
れ
て
社
会
過
程
全
体
に
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
資
本
家
階
級
も
事
実
上
残
存
し
た
封
建
的
支
配

層
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
宮
廷
貴
族
と
は
異
な
る
が
、
し
か
し
「
教
養
と
財
産
」
あ
る
名
望
家
層notable, H

onoratiore

を

形
成
す
る
に
い
た
っ
た
。
つ
い
で
、
独
占
段
階
に
お
け
る
生
産
の
社
会
化
に
よ
る
労
働
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
社
会
化
は
、
生
産
過
程
の
巨
大
な
機
械

的
組
織
化
並
び
に
人
口
量
の
圧
倒
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
を
媒
介
と
し
て
、
社
会
の
技
術
化
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
名
望
家
層
を
も
崩
壊
せ
し
め
て
い

き
、
社
会
過
程
の
あ
ら
た
な
る

0

0

0

0

0

形
態
変
化
を
惹
起
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
従
来
の
固
定
的
直
接
的
な
生
活
環
境
は
崩
壊
し
、
同
時
に
厖

大
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
し
た
人
口
量
は
、
生
産
機
構
、
つ
い
で
政
治
機
構
に
、
あ
る
い
は
種
種
の
集
団
へ
と
再
組
織
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

〔
傍
点
マ
マ
〕（
松
下 1956a: 24

）
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前
半
で
は
、「
封
建
」（
前
近
代
）
か
ら
「
近
代
」
へ
の
移
行
、
そ
こ
で
あ
ら
わ
れ
る
政
治
主
体
と
し
て
の
名
望
家
層
が
え
が
か
れ
、

「
つ
い
で
」
か
ら
は
じ
ま
る
後
半
で
は
、「
近
代
」
か
ら
「
現
代
」
へ
の
移
行
、
そ
こ
で
あ
ら
わ
れ
る
「
人
口
量
の
圧
倒
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

化
」
が
「
社
会
の
技
術
化
」
と
「
名
望
家
層
の
崩
壊
」
を
も
た
ら
す
こ
と
、
そ
の
両
方
の
移
行
は
「
生
産
の
社
会
化
」
が
す
す
め
、
前
者

の
時
期
で
は
「
生
産
過
程
」
に
限
ら
れ
て
い
た
「
機
械
化
」
が
「
全
社
会
的
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
貫
徹
」（
松
下 1956a: 24

）
さ
れ
る

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
都
市
型
社
会
論
で
は
、
こ
の
二
つ
の
過
程
は
い
ず
れ
も
近
代
化
に
よ
っ
て
連
続
的
に
起
こ
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら

く
都
市
型
社
会
化
、「
現
代
」
化
が
す
す
ん
だ
段
階
で
は
、
そ
の
前
の
移
行
を
区
別
し
て
説
明
す
る
意
味
が
薄
れ
た
こ
と
、
ま
た
「
近
代

化
＝
工
業
化
＋
民
主
化
」
と
い
う
整
理
が
、
こ
れ
ら
の
過
程
を
一
括
で
説
明
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
（
松
下 1991

）。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
多
様
な
表
現
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
都
市
型
社
会
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
段
階
か
ら
見
れ
ば
、
工
業
化
（
生
産
の

社
会
化
、
社
会
の
技
術
化
）
と
民
主
化
（
名
望
家
層
の
形
成
、
つ
い
で
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
」
し
た
圧
倒
的
な
人
口
量
を
も
つ
層
の
政
治

的
平
等
）
が
、
近
代
を
、
そ
し
て
近
代
か
ら
現
代
へ
と
い
う
社
会
形
態
の
移
行
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
「
近
代
化
＝
工
業
化
・
民
主
化
」

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
都
市
型
社
会
論
は
、
大
衆
社
会
論
の
時
代
射
程
を
近
代
前
の
社
会
構
造
に
伸
ば
し
、
近
代
化
が
も
た
ら
す
社
会
形
態
の
変
化
を
整
理
し

よ
り
大
き
な
枠
組
み
で
理
論
化
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三
　
都
市
型
社
会
論
の
確
立
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一
　「
都
市
型
社
会
」
の
用
語
の
起
点

　（
一
）「
大
衆
社
会
」
に
置
き
換
わ
る
用
語

　「
大
衆
社
会
論
」
が
松
下
の
提
起
と
は
異
な
る
方
向
の
論
争
に
す
す
ん
だ
あ
と
、
松
下
は
「
現
代
」
の
社
会
形
態
を
「
大
衆
」
で
は
な

い
用
語
で
説
明
し
は
じ
め
る
。
松
下
の
著
作
の
な
か
か
ら
、「
現
代
」
の
社
会
の
あ
り
か
た
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語

を
見
て
み
よ
う
。

　「
大
衆
社
会
論
」
の
最
中
と
な
る
が
、
一
九
五
六
年
一
〇
月
の
「「
巨
大
社
会
」
に
お
け
る
集
団
理
論
」（
松
下1956b

→1969

）
で
は
、

「
社
会
の
形
態
変
化
」
を
「「
巨
大
社
会
」
の
成
立
」（
松
下 1956b

→1969: 144

）、
ま
た
「
巨
大
社
会
」
に
お
け
る
個
人
の
大
衆
へ
の

拡
散
な
ら
び
に
国
家
機
構
と
個
人
と
の
距
離
の
拡
大
と
い
う
状
況
」（
松
下 1956b

→1969: 155

）
と
表
現
し
て
い
る
。
グ
レ
ア
ム
・
ウ

ォ
ラ
ス
の
「
巨
大
社
会
」（W

allas 1914
）T

he G
reat Society

を
つ
か
い
、
多
元
政
治
理
論
、
集
団
理
論
を
論
じ
て
い
る
。

　
大
衆
社
会
論
争
が
一
定
落
ち
着
い
た
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
は
、「
工
業
社
会
」
と
そ
れ
に
対
比
さ
れ
る
「
農
村
社
会
」
と
い
う
用
語

も
使
っ
て
い
る
。
同
時
に
、「
都
市
」「
生
活
様
式
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
も
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
六
七
年
一
一
月
号
『
世
界
』

の
「
都
市
科
学
の
可
能
性
と
方
法
」（
松
下 1967

）
で
は
、
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
都
市
型
社
会
」
と
い
う
用
語
に
収
斂
す
る
直
前

と
も
い
え
る
記
述
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
例
え
ば
「
都
市
問
題
自
体
が
、
工
業
化
に
と
も
な
っ
て
進
行
す
る
農
業
社
会
か
ら
工
業
社
会
へ
の
過
渡
期
に
先
鋭
化
す
る
」「
都
市
生

活
基
盤
の
絶
対
的
不
足
、
工
業
社
会
的
欲
求
の
増
大
が
今
日
の
都
市
問
題
の
背
景
で
あ
る
」（
松
下 1967

→1971: 175

）
と
書
か
れ
、

工
業
社
会
＝
「
都
市
型
社
会
」、
農
業
社
会
＝
「
農
村
型
社
会
」
と
同
義
で
お
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
用
語
と
な
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、「
都
市
」
を
社
会
形
態
の
特
徴
、
そ
の
日
常
の
あ
り
よ
う
を
生
活
様
式
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
た
こ
と
に
着
目
さ
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れ
る
。　

都
市
科
学
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
「
社
会
形
態
」
の
全
般
的
都
市
化
を
前
提
と
し
た
生
活
様
式
の
最
適
化
な
い
し
都
市
改
革
の
た
め
の
政
策
科

学
と
し
て
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
工
業
化
に
と
も
な
う
生
産
と
消
費
の
社
会
化
は
、
必
然
的
に
都
市
的
生
活
様
式
の
拡
大
を
も
た

ら
す
が
、
そ
こ
に
生
活
基
盤
の
絶
対
的
貧
困
さ
ら
に
社
会
保
障
の
劣
悪
、
公
害
の
増
大
に
よ
っ
て
顕
在
化
す
る
都
市
問
題
と
対
決
す
る
政
策
選
択
の

提
起
が
都
市
科
学
の
課
題
で
あ
る
。（
松
下 1967: 165

）

と
こ
ろ
で
社
会
形
態
は
日
常
的
に
は
生
活
様
式
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
松
下 1967: 165

）。

都
市
構
造
は
生
活
の
外
部
条
件
で
は
な
く
内
部
条
件
で
あ
り
、
都
市
的
生
活
様
式
そ
の
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
現
代
都
市
は
、
古
代
、
中
世
、
近
代

の
農
村
に
対
立
し
た
都
市
と
は
異
な
っ
て
、
資
本
主
義
・
社
会
主
義
を
問
わ
ず
、
い
ず
れ
の
体
制
に
お
い
て
も
、
工
業
化
の
深
化
に
と
も
な
う
ⓐ
人

口
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
、
ⓑ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
、
ⓒ
政
治
的
民
主
主
義
の
拡
大
を
前
提
と
し
て
、
農
村
を
も
包
摂
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
メ
タ

ボ
リ
ズ
ム
の
過
程
と
し
て
展
開
す
る
。（
松
下 1967: 170
─171

）

　
都
市
は
、
現
代
に
お
い
て
、
工
業
社
会
に
普
遍
的
な
《
生
活
様
式
》
し
た
が
っ
て
ま
た
《
社
会
形
態
》
を
意
味
し
て
い
る
（
松
下 1967: 170

─

171

）

　
こ
の
と
き
近
代
化
と
く
に
工
業
化
と
都
市
型
社
会
に
つ
い
て
大
衆
社
会
論
を
こ
え
て
充
実
し
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
、《
社
会
形
態
》

は
日
常
に
は
「
生
活
様
式
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
し
つ
つ
「
都
市
的
生
活
様
式
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る）5
（

。

　
一
九
七
一
年
に
は
『
都
市
政
策
を
考
え
る
』
が
出
て
、
高
く
評
価
さ
れ
た
。
松
下
じ
し
ん
が
こ
の
と
き
に
「
都
市
型
社
会
な
い
し
自
治
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体
理
論
定
位
」
を
集
約
し
た
と
す
る
（
松
下 1995: 491

）
重
要
な
文
献
で
も
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
と
き
は
ま
だ
「
工
業
社
会
」
と
用
語

し
て
い
る
。

　「
都
市
的
生
活
様
式
」
は
こ
の
あ
と
「
都
市
型
生
活
様
式
」
と
し
て
用
語
さ
れ
る
。

　
一
九
七
二
年
に
刊
行
が
は
じ
ま
っ
た
『
岩
波
講
座
　
現
代
都
市
政
策
』
シ
リ
ー
ズ
は
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
が
、
そ
の
第
Ⅰ
巻
巻
頭
論

文
で
あ
る
「
都
市
を
ど
う
と
ら
え
る
か
」
で
は
、
ま
だ
「
工
業
社
会
」
と
用
語
さ
れ
て
い
る）6
（

が
、
よ
り
緻
密
に
社
会
と
都
市
の
関
係
が
語

ら
れ
る
。

資
本
主
義
・
社
会
主
義
を
問
わ
ず
、
工
業
社
会
の
成
熟
を
み
た
工
業
先
進
国
に
お
い
て
は
、
第
一
に
、
人
口
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
が
圧
倒
的
に
す
す

み
、
そ
の
大
部
分
は
集
住
地
区
に
居
住
し
て
い
わ
ゆ
る
都
市
型
生
活
様
式
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
第
二
に
、
農
業
地
区
に
す
ん
で
い
る
少

数
と
な
っ
た
農
民
も
巨
大
な
影
響
力
を
も
つ
都
市
型
生
活
様
式
に
包
摂
さ
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
経
済
構
造
の
「
工
業
化
」
は
、
社
会
分
業
の
深
化

を
基
礎
に
、
生
産
の
社
会
化
だ
け
で
な
く
生
活
の
社
会
化
を
も
推
進
し
て
、
社
会
形
態
の
「
都
市
化
」
を
進
行
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味

で
は
農
村
す
な
わ
ち
農
業
地
区
に
も
都
市
的
生
活
水
準
を
公
共
的
に
保
障
す
る
こ
と
は
当
然
の
要
請
と
な
る
（
松
下 1972: 5

）

こ
の
〈
都
市
〉
が
、
い
ま
だ
工
業
先
進
国
に
と
ど
ま
る
と
は
い
え
、
全
般
的
生
活
様
式
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、「
都
市
革
命
」
と
も
い
う
べ
き

文
明
史
に
お
け
る
画
期
的
事
態
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
…
都
市
人
口
が
急
激
に
増
大
し
は
じ
め
た
の
は
工
業

化
の
開
始
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
産
業
革
命
前
後
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
ま
だ
二
〇
〇
年
た
ら
ず
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
今
日
、
欧
米
そ
し
て

日
本
の
農
業
人
口
は
一
〇
％
前
後
と
な
っ
て
し
ま
た
。
一
対
九
か
ら
九
対
一
に
そ
の
比
率
が
決
定
的
に
逆
転
し
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
五
〇
〇
〇

年
前
に
出
発
し
た
文
明
の
歴
史
に
お
い
て
、
都
市
の
爆
発
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
画
期
的
な
人
口
構
造
・
生
活
様
式
の
転
換
が
、
こ
の
工
業
化
に
と

も
な
う
工
業
社
会
の
成
熟
に
よ
っ
て
現
代
に
お
き
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
松
下 1972: 6

）。
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こ
の
こ
ろ
に
は
、「
近
代
化
＝
工
業
化
・
民
主
化
」
と
並
立
せ
ず
、
ま
ず
工
業
化
に
焦
点
を
お
い
て
展
開
し
て
い
る
以
外
は
、
ほ
ぼ

「
都
市
型
社
会
」
の
理
論
フ
レ
ー
ム
が
確
固
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
民
主
化
に
つ
い
て
も
「
人
口
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
」

と
同
時
に
進
む
政
治
参
加
の
拡
大
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　
工
業
化
の
開
始
に
よ
っ
て
は
じ
ま
る
農
業
社
会
か
ら
工
業
社
会
へ
の
移
行
こ
そ
が
「
歴
史
必
然
」
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、

工
業
化
に
と
も
な
う
⑴
人
口
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
の
増
大
、
⑵
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
に
よ
っ
て
都
市
革
命
が
推
進
さ
れ
て
い
く
（
松
下 1972: 

9

）。
　
工
業
化
に
と
も
な
う
人
口
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
が
う
み
だ
し
た
都
市
革
命
が
、
現
代
都
市
問
題
の
背
景
で
あ
り
、
現
代

都
市
政
策
の
前
提
で
あ
る
」（
松
下 1972: 13

）。

　
ま
た
、
の
ち
に
「
市
民
型
人
間
型
」
と
お
き
な
お
さ
れ
る
市
民
「
的
」
人
間
型
と
い
う
表
現
も
、
そ
う
し
た
社
会
に
お
け
る
市
民
層
の

可
能
性
と
し
て
記
さ
れ
る
。「「
工
業
」
は
、
生
産
力
の
増
大
に
よ
っ
て
…
社
会
余
剰
も
増
大
さ
せ
、
そ
の
結
果
教
養
と
余
暇
を
社
会
の
底

辺
ま
で
拡
大
し
、
さ
ら
に
制
度
的
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
「
民
主
主
義
」
と
あ
い
ま
っ
て
政
治
参
加
の
チ
ャ
ン
ス
を
保
障
し
、
そ
こ
に
市
民

的
人
間
型
の
大
量
醸
成
の
条
件
を
準
備
し
て
い
く
」（
松
下 1972: 14
）。

　「
都
市
型
社
会
」
と
い
う
用
語
が
は
じ
め
て
使
わ
れ
る
の
は
、
筆
者
が
確
認
し
た
限
り
で
は
、
そ
の
後
す
ぐ
、
一
九
七
三
年
一
月
に
発

行
さ
れ
た
こ
の
叢
書
の
第
Ⅲ
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
自
治
体
計
画
の
つ
く
り
方
」
で
あ
る
（
松
下 1973

）
7
（

）。
こ
こ
で
は
、「
ひ
ろ
く
工

業
化
の
成
熟
は
、
資
本
主
義
・
社
会
主
義
を
問
わ
ず
、
農
村
型
社
会
か
ら
都
市
型
社
会
へ
の
移
行
を
も
た
ら
す
」
と
記
さ
れ
、「
工
業
化

が
〈
都
市
革
命
〉〈
市
民
革
命
〉
を
も
た
ら
す
」
と
さ
れ
て
い
る
（
松
下 1973: 277
）。
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松
下
じ
し
ん
は
こ
の
用
語
選
択
に
つ
い
て
、
の
ち
に
「
農
村
地
区
を
も
包
摂
し
う
る
よ
う
な
空
間
構
造
を
も
ち
、
か
つ
政
治
全
体
の

〈
市
民
化
〉
を
ふ
く
み
う
る
よ
う
な
概
念
と
し
て
」（
松
下 1994: 525

）、
ま
た
「「
現
代
」
の
《
社
会
形
態
》
に
つ
い
て
の
文
明
史
的
位

置
位
相
を
明
示
で
き
、
さ
ら
に
《
市
民
》
の
成
熟
条
件
の
全
般
化
を
も
く
み
こ
み
う
る
「
都
市
型
社
会
」
と
い
う
言
葉
に
お
き
な
お
し
ま

し
た
」（
松
下 2005: 15

）
と
説
明
し
て
い
る
。
次
節
四
─
一
で
見
る
が
た
だ
、
そ
の
用
語
の
発
想
に
は
、「
大
衆
社
会
論
争
」
の
あ
と

に
「
都
市
」
へ
の
接
近
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
松
下
の
な
か
で
、「
大
衆
社
会
」
と
い
う
誤
読
さ
れ
が
ち
な
用
語
の
お
き
か
え
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
は

「
工
業
社
会
」、
工
業
ま
た
都
市
へ
の
着
目
、
生
活
様
式
は
社
会
の
日
常
形
態
で
あ
る
と
す
る
整
理
か
ら
、「
都
市
的
生
活
様
式
」、
的
を
さ

け
よ
う
と
す
る
松
下
の
用
語
法
か
ら
「
都
市
型
生
活
様
式
」
を
ふ
ま
え
、
一
九
七
二
年
末
ご
ろ
「
都
市
型
社
会
」
と
そ
の
対
語
と
し
て
の

「
農
村
型
社
会
」
と
い
う
用
語
に
た
ど
り
つ
い
た
と
い
え
る
。

三
─
二
　
都
市
型
社
会
の
政
策
・
政
治

　
都
市
型
社
会
へ
の
移
行
は
、
近
代
化
の
一
定
の
達
成
を
意
味
す
る
。
民
主
化
・
工
業
化
は
近
代
化
後
も
す
す
む
と
し
て
も
、
農
村
型
社

会
と
都
市
型
社
会
は
ま
っ
た
く
様
相
の
異
な
る
社
会
で
あ
る
。
政
治
は
社
会
の
う
え
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
近
代
化
が
達
成
さ
れ

た
都
市
型
社
会
で
は
、
政
治
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
。

　（
一
）
政
治
の
〈
市
民
化
〉

　
も
っ
と
も
大
き
な
変
化
は
、「
生
活
条
件
の
整
備
は
〈
共
同
体
〉
で
は
な
く
〈
政
策
・
制
度
〉
を
不
可
欠
と
す
る
」（
松
下 1991: 6

）

つ
ま
り
、「
日
常
の
市
民
生
活
は
、
共
同
体
の
伝
統
で
は
な
く
、
政
策
・
制
度
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で
い
と
な
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
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こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、《
政
策
》
に
よ
る
《
制
度
》
の
整
備
と
い
う
公
共
政
策
を
め
ぐ
っ
て
、
絶
え
ず
政
治
が
発
生
し
て
く
る
」（
松

下 1991: 5

）。
そ
の
た
め
政
治
は
巨
大
化
す
る
が
、〈
市
民
活
動
〉
が
広
く
ひ
ろ
が
り
、
政
治
の
〈
市
民
化
〉（
松
下 1991: 6

）
が
お
こ

る
。

　（
二
）
政
治
の
多
元
・
重
層
化
と
分
節
政
治
理
論

　
都
市
型
社
会
で
は
、
シ
ビ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
と
い
う
公
共
政
策
の
不
可
欠
性
か
ら
、〈
市
民
活
動
〉
は
も
ち
ろ
ん
、〈
団
体
・
企
業
〉、〈
政

党
〉
が
公
共
政
策
の
策
定
・
執
行
に
参
入
し
て
く
る
。
政
策
主
体
の
多
様
化
で
あ
り
、
こ
れ
を
松
下
は
政
治
の
〈
多
元
化
〉
と
呼
ぶ
（
松

下 1991: 6

）。

　
つ
い
で
、
も
う
一
点
、
公
共
政
策
は
、
国
レ
ベ
ル
の
政
府
だ
け
で
な
く
、
自
治
体
、
国
際
機
構
の
政
府
の
課
題
と
な
っ
て
い
く
。
近
代

化
が
一
定
の
到
達
を
み
た
都
市
型
社
会
で
は
、
そ
の
推
進
力
と
な
っ
た
「
国
」
は
、
一
方
で
は
国
際
化
、
一
方
で
は
分
権
化
し
、
三
分
化

し
た
政
府
の
ひ
と
つ
に
相
対
化
さ
れ
る
。
政
策
基
準
も
自
治
体
法
、
国
法
、
国
際
法
に
三
分
化
し
て
い
く
。
こ
れ
を
松
下
は
政
治
の
〈
重

層
化
〉
と
呼
ぶ
（
松
下 1991: 7

）。

　
松
下
は
こ
の
多
元
化
・
重
層
化
す
る
公
共
政
策
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
「
政
治
」
が
、
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
「
分
節
政
治
」
と
呼
ん
だ
。

そ
こ
で
は
、
市
民
の
自
立
、
市
民
参
加
の
機
会
の
拡
大
が
お
こ
る
。「
政
治
は
、
市
民
の
参
加
を
土
台
と
し
、
政
府
の
選
択
を
介
し
た
、

政
策
・
制
度
の
組
織
・
制
御
技
術
と
な
る
」（
松
下 1991: 7

）
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
想
で
は
な
く
、
都
市
型
社
会
の
《
構
造
》
に
よ

り
、「
政
治
つ
ま
り
政
府
な
い
し
政
策
・
制
度
の
あ
り
方
は
、
私
た
ち
の
市
民
生
活
に
〔
中
略
〕
直
接
か
か
わ
っ
て
」
い
て
、「
政
府
に
任

せ
る
に
は
あ
ま
り
に
も
市
民
が
直
接
の
当
事
者
と
な
っ
て
き
た
」（
松
下 1991: 8
）
と
い
う
、「
経
済
の
〈
工
業
化
〉、
つ
い
で
社
会
の

〈
都
市
化
〉
が
う
み
だ
す
、
政
治
の
〈
市
民
化
〉」
と
な
る
「
歴
史
の
帰
結
」
だ
と
す
る
。
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　（
三
）
日
本
政
治
の
問
題
性

　
だ
が
、
近
代
化
の
過
程
で
「
絶
対
・
無
謬
」
の
「
官
僚
」
に
た
い
す
る
強
力
な
中
央
集
権
体
制
を
つ
く
っ
た
日
本
で
は
、
国
民
主
権
も

国
家
主
権
に
置
換
さ
れ
て
、
市
民
は
官
僚
を
実
態
と
す
る
国
政
府
の
統
治
の
「
客
体
」
と
な
る
。
一
九
七
五
年
の
『
市
民
自
治
の
憲
法
理

論
』
で
提
起
し
た
こ
の
問
題
は
、
な
お
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
な
い
と
す
る
。

　
そ
の
た
め
、
国
ま
た
国
レ
ベ
ル
政
党
の
政
治
イ
メ
ー
ジ
は
近
代
化
Ⅱ
型
段
階
の
「
保
守
対
革
新
」「
資
本
家
対
労
働
者
」
に
と
ど
ま
り
、

近
代
化
Ⅲ
型
段
階
の
問
題
状
況
、
つ
ま
り
一
九
六
〇
年
代
の
都
市
問
題
の
噴
出
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
の
都
市
型
社

会
化
、
つ
ま
り
近
代
化
Ⅲ
型
政
策
の
展
開
は
、
都
市
問
題
に
た
い
す
る
革
新
自
治
体
を
嚆
矢
と
す
る
先
駆
自
治
体
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
、

国
レ
ベ
ル
で
も
「
政
党
や
官
僚
機
構
の
近
代
化
Ⅱ
型
段
階
的
な
政
治
・
政
策
イ
メ
ー
ジ
の
払
拭
は
な
か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

一
九
七
〇
年
の
公
害
国
会
、
八
三
年
の
福
祉
元
年
な
ど
、「
政
権
交
代
な
き
政
策
革
新
」
を
も
た
ら
し
た
。

四
　
大
衆
社
会
論
か
ら
都
市
型
社
会
論
と
い
う
政
治
・
政
策
理
論
の
「
転
回
」

　
大
衆
社
会
論
争
は
確
か
に
耳
目
を
集
め
た
議
論
と
な
っ
た
が
、
松
下
の
政
治
理
論
と
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
の
ち
都
市
型
社
会
論
に
展
開

し
て
い
く
、「
途
上
の
」
論
で
あ
り
、
そ
こ
で
完
結
し
て
い
な
い
こ
と
は
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
大

衆
社
会
論
の
展
開
は
、
日
本
が
都
市
型
社
会
論
で
示
す
と
こ
ろ
の
近
代
化
Ⅱ
型
政
策
段
階
に
あ
っ
て
、
都
市
問
題
の
「
激
発
」
が
市
民
活

動
の
展
開
と
革
新
自
治
体
の
群
生
に
よ
っ
て
近
代
化
Ⅲ
型
政
策
段
階
に
入
る
前
夜
で
あ
っ
た
。
松
下
の
《
現
代
》
を
と
ら
え
る
「
社
会
形

態
」
の
理
論
化
は
、
都
市
問
題
と
都
市
型
生
活
様
式
が
「
全
般
化
」
し
て
い
く
時
代
と
同
時
に
す
す
め
ら
れ
「
都
市
型
社
会
論
」
と
し
て
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再
整
理
さ
れ
成
熟
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

四
─
一
　
大
衆
社
会
論
と
都
市
型
社
会
論
の
あ
い
だ

　
大
衆
社
会
論
で
提
起
し
た
社
会
形
態
の
《
現
代
》
へ
の
移
行
は
、「
都
市
型
社
会
論
」
と
し
て
確
立
さ
れ
た
。
大
衆
社
会
論
は
工
業

化
・
民
主
化
つ
ま
り
近
代
化
が
社
会
の
形
態
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
社
会
で
お
こ
る
政
治
と
政
治
主
体
の
変
容
の
可
能
性
と
い

う
核
心
部
分
は
す
で
に
も
っ
て
い
た
が
、
単
に
「
大
衆
社
会
」
を
「
都
市
型
」
で
置
き
換
え
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
ま
さ
に
日
本
の

社
会
形
態
が
、
大
衆
社
会
論
の
「
終
息
」
後
、
一
九
六
〇
年
代
移
行
に
す
す
む
都
市
型
社
会
へ
の
移
行
と
い
う
《
現
在
》
化
を
と
ら
え
織

り
こ
み
な
が
ら
、
都
市
型
社
会
論
を
成
熟
さ
せ
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
過
程
に
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
地
域
民
主
主
義
論
か
ら
展
開
さ
れ
る
「
自
治
体
の
発
見
」、
も
う
ひ
と
つ
に
は
、
都
市
化
の
進
行
が
、

「
新
中
間
層
＝
都
市
中
間
層
」
の
出
現
、
都
市
問
題
の
激
発
と
都
市
政
策
の
模
索
と
い
う
、
い
わ
ば
「
都
市
と
の
遭
遇
」
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
移
行
、
大
衆
社
会
論
か
ら
都
市
型
社
会
論
の
「
あ
い
だ
」
に
、
こ
れ
ら
二
方
向
か
ら
な
に
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
か

を
検
討
し
た
い
。

　（
一
）
自
治
体
の
発
見

　
安
保
改
定
反
対
運
動
の
も
り
あ
が
り
を
み
て
「
大
衆
は
衆
愚
で
は
な
い
」
こ
と
か
ら
「
大
衆
社
会
論
の
破
産
」
を
宣
し
た
論
者
た
ち
と

は
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、
松
下
は
そ
の
の
ち
の
研
究
展
開
に
直
結
す
る
共
同
調
査
に
か
か
わ
っ
て
い
た
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、「
大
衆
社
会
」

の
「〈
大
衆
〉
状
況
の
克
服
」
の
「
積
極
的
条
件
」
で
あ
る
「
市
民
的
自
由
」
と
「
自
主
的
集
団
」（
松
下 1956a: 34

）
の
胎
動
に
た
い

す
る
伝
統
セ
ク
タ
ー
の
力
強
さ
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
中
央
公
論
』
一
九
五
九
年
六
月
号
に
掲
載
さ
れ
る
「
日
本
の
政
治
的
底
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流
」、
一
九
六
〇
年
一
〇
月
に
都
政
調
査
会
が
出
版
す
る
『
大
都
市
に
お
け
る
地
域
政
治
の
構
造
』
で
あ
る
。
い
ず
れ
で
も
松
下
と
共
同

調
査
に
あ
た
っ
た
鳴
海
正
泰
は
、
と
く
に
最
初
の
調
査
に
つ
い
て
、「
数
日
を
か
け
て
二
人
で
関
西
各
地
の
労
働
組
合
組
織
や
自
治
体
、

地
域
運
動
団
体
を
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
し
て
ま
わ
っ
た
。
松
下
は
地
域
現
場
の
政
党
や
労
働
組
合
の
人
た
ち
、
自
治
体
・
住
民
運
動
な
ど
の
地
方

政
治
の
組
織
に
じ
か
に
接
す
る
の
は
初
め
て
の
こ
と
だ
と
、
興
奮
を
抑
え
き
れ
な
い
様
子
で
あ
っ
た
。
私
は
彼
に
〔
中
略
〕
地
方
自
治
体

の
仕
組
み
や
住
民
と
の
関
係
の
問
題
点
、
全
国
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
や
市
民
の
抵
抗
が
起
こ
り
始
め
て
い
る
こ
と
を
話
し
た
。
彼
は

「
俺
に
は
こ
れ
ま
で
そ
こ
が
抜
け
て
い
た
」
と
強
い
関
心
を
示
し
て
い
た
」（
鳴
海 2016: 13

）
と
い
う
。

　
こ
の
二
件
の
共
同
調
査
に
つ
い
て
は
、
松
下
も
研
究
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
っ
た
機
会
と
し
て
言
及
し
て
い
る
。「
大
都
市
に
お
け
る

地
域
底
辺
の
町
内
会
さ
ら
に
基
礎
自
治
体
も
、
い
ま
だ
農
村
型
社
会
に
あ
る
日
本
全
域
の
ム
ラ
政
治
と
異
な
ら
な
い
実
態
」（
松

下 2006: 39

）
を
み
、
国
会
デ
モ
は
「
地
域
を
素
通
り
し
て
い
る
」
と
形
容
し
、「
地
域
民
主
主
義）8
（

」「
自
治
体
改
革
」
を
提
起
す
る
。

さ
ら
に
、
同
時
に
、《
近
代
》
の
名
望
家
「
市
民
」
で
は
な
い
《
現
代
》
の
「
名
も
な
き
人
び
と
」
で
あ
る
「
市
民
」
の
活
動
に
ふ
れ
、

市
民
自
治
理
論
、
自
治
体
理
論
に
つ
な
が
る
研
究
の
展
開
が
こ
の
時
期
か
ら
す
す
ん
で
い
く
。

　
一
九
六
三
年
か
ら
一
九
七
〇
年
代
後
半
の
革
新
自
治
体
の
群
生
に
、
松
下
が
理
論
的
支
柱
と
し
て
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の

は
（
一
）
ま
た
次
の
（
二
）
か
ら
も
自
然
の
流
れ
で
あ
っ
て
、
都
市
型
社
会
論
は
そ
の
活
動
が
も
っ
と
も
活
発
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
一

九
七
〇
年
台
は
じ
め
に
枠
組
み
が
完
成
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　（
二
）
都
市
と
の
遭
遇

　《
現
代
》
の
社
会
形
態
に
直
接
あ
て
は
め
ら
れ
た
「
都
市
」
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
い
た
る
松
下
の
研
究
が

展
開
さ
れ
る
基
盤
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
高
度
成
長
に
よ
る
社
会
変
動
は
、
地
理
、
産
業
、
年
齢
の
偏
差
を
も
っ
た
大
量
の
人
口
移
動
を
、
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ナ
イ
ナ
イ
づ
く
し
（
松
下 1991: 297

）
と
評
さ
れ
た
貧
弱
な
社
会
資
本
や
都
市
計
画
の
状
況
の
う
え
に
展
開
さ
せ
、
ま
た
た
く
ま
に
都

市
問
題
の
「
激
発
」
を
ま
ね
い
た
。
社
会
構
造
は
近
代
化
Ⅲ
型
段
階
に
移
行
し
て
も
、
近
代
化
Ⅲ
型
政
策
は
、
Ⅱ
型
状
況
と
し
て
指
摘
さ

れ
る
「
保
守
対
革
新
」「
資
本
家
対
労
働
者
」
と
い
う
二
元
対
立
の
政
治
状
況
と
や
は
り
Ⅱ
型
段
階
の
政
策
で
あ
る
経
済
政
策
を
優
先
さ

せ
、
積
極
的
に
は
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
の
あ
り
か
た
が
国
政
で
は
「
都
市
票
」
の
自
民
党
離
れ
、
自
治
体
で
は
革
新
自
治
体
の

群
生
を
ま
ね
き
、
そ
の
反
省
が
、
一
九
六
八
年
に
つ
か
の
ま
で
は
あ
る
が
「
自
民
党
都
市
政
策
大
綱
」
を
嚆
矢
と
す
る
政
党
の
「
都
市
政

策
ブ
ー
ム
」
と
な
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
根
づ
い
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
土
山 2007

）。

　
松
下
は
一
九
七
一
年
に
『
都
市
政
策
を
考
え
る
』（
松
下 1971b

）
を
出
版
し
、
一
九
七
二
年
か
ら
は
『
岩
波
現
代
講
座
　
現
代
都
市

政
策
』
Ⅰ
～
Ⅻ
刊
行
の
編
集
委
員
で
あ
り
、
第
Ⅰ
巻
の
巻
頭
論
文
「
都
市
を
ど
う
と
ら
え
る
か
」
を
書
い
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
と
お

り
で
あ
る
。
松
下
は
、
そ
の
後
も
、
都
市
、
都
市
政
策
、
そ
し
て
そ
こ
で
政
治
・
政
策
の
主
体
と
な
る
市
民
と
自
治
体
を
と
ら
え
て
い
く
。

　
こ
の
松
下
の
方
向
性
は
、
都
政
調
査
会
な
ど
都
市
問
題
、
都
市
政
策
、
地
方
自
治
に
た
い
す
る
研
究
と
人
脈
の
ひ
ろ
が
り
に
よ
っ
て
方

向
づ
け
ら
れ
る
と
み
る
。
松
下
じ
し
ん
も
こ
の
時
期
の
都
政
調
査
会
と
の
つ
な
が
り
を
あ
げ
、
美
濃
部
都
政
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
っ
た
小
森

武
）
9
（

、
鳴
海
正
泰
、
ま
た
神
原
勝
ら
と
の
研
究
交
流
に
触
れ
て
い
る
（
松
下 2006: 39

）
鳴
海
正
泰
に
よ
れ
ば
、
都
政
調
査
会
、
ま
た
都

市
計
画
、
都
市
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
面
で
は
環
境
開
発
セ
ン
タ
ー
の
浅
田
孝
の
も
と
に
一
九
六
〇
年
「
都
市
問
題
を
め
ぐ
る
知
的
活
動
を
目

指
す
多
く
の
自
治
体
が
集
ま
っ
て
」
結
成
さ
れ
た
「
メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
・
グ
ル
ー
プ
」
へ
、
鳴
海
に
よ
れ
ば
一
九
六
一
年
に
松
下
が
参
加
す

る
。
こ
こ
で
受
け
た
刺
激
に
よ
っ
て
「
自
治
体
問
題
と
都
市
政
策
が
結
び
つ
」
け
ら
れ
た
と
鳴
海
は
述
懐
し
て
い
る
（
鳴
海 2016: 15

─

16

）。
　
都
市
型
社
会
論
は
、
こ
う
し
た
大
衆
社
会
論
争
の
の
ち
の
（
一
）
自
治
体
の
発
見
、（
二
）
都
市
と
の
遭
遇
を
へ
て
、
確
立
し
て
い
く

こ
と
が
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
よ
う
。
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四
─
二
　
都
市
型
社
会
と
い
う
社
会
形
態
に
よ
る
視
座

　
都
市
型
社
会
と
い
う
社
会
形
態
に
た
い
す
る
認
知
は
、「
現
代
」
を
と
ら
え
る
視
角
か
ら
の
多
彩
な
時
機
を
と
ら
え
た
評
論
を
松
下
の

著
作
に
加
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
そ
の
代
表
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
は
、『
中
央
公
論
』
一
九
五
九
年
四
月
号
の
「
大
衆
天
皇
制
論
」（
松
下 1959

↓1994

）、
ま
た

一
九
八
一
年
九
月
の
「
都
市
型
社
会
と
防
衛
論
争
」（
松
下 1981

↓2002

）
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
大
衆
社
会
論
争
の
さ
な
か
に
、
当
時
の
皇
太
子
成
婚
の
報
道
を
ひ
き
な
が
ら
論
じ
た
「
大
衆
天
皇
制
論
」
は
、
大
き
な
反
響
を
え
、
く

り
返
し
収
録
さ
れ
た
論
稿
の
一
つ
で
あ
る
。「
ミ
ッ
チ
ー
・
ブ
ー
ム
」
と
松
下
が
造
語
し
た
皇
太
子
妃
ブ
ー
ム
は
、「
新
憲
法
下
の
大
衆
社

会
状
況
に
お
け
る
天
皇
制
」（
松
下 1959

↓1994: 62

）
で
あ
り
「
絶
対
君
主
制
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、〔
中
略
〕
制
限
君
主
制
で

も
な
い
。
今
日
の
天
皇
制
は
、
大
衆
君
主
制
へ
と
転
進
し
な
が
ら
、「
大
衆
」
の
歓
呼
の
中
か
ら
あ
た
ら
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
収
し
つ

つ
あ
る
」
と
す
る
。
だ
か
ら
、
か
つ
て
は
「
九
重
の
雲
の
奥
」（
松
下 1959

→1994: 65

）
に
隠
れ
て
い
た
そ
の
姿
は
、「
成
婚
」
を
め

ぐ
っ
て
皇
太
子
妃
の
体
型
サ
イ
ズ
や
「
恋
愛
」
の
経
緯
ま
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
、
皇
室
は
「
大
衆
に
と
っ
て
ス
タ
ー
の
聖
家
族
」（
松

下 1959

↓1994: 65

）
と
な
っ
た
と
す
る
。「
今
日
、
か
つ
て
の
皇
室
の
尊
厳
は
う
し
な
わ
れ
た
が
、
し
か
し
、
皇
室
は
、
大
衆
の
憧
憬

と
歓
呼
の
な
か
で
「
統
治
」
は
し
な
い
が
「
君
臨
」
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
〔
中
略
〕
大
衆
興
奮
は
、
新
憲
法
下
の
大
衆
社
会
状
況

で
は
、
こ
の
意
味
で
む
し
ろ
正
常
反
応
と
み
な
す
必
要
が
あ
る
」（
松
下 1959

→1994: 62

）。

　「
都
市
型
社
会
と
防
衛
論
争
」
で
は
、
保
守
・
革
新
と
も
に
防
衛
論
争
が
「
い
ま
だ
日
露
戦
争
を
モ
デ
ル
に
し
た
戦
争
イ
メ
ー
ジ
を
も
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つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
た
く
な
る
ほ
ど
、
都
市
型
社
会
の
成
熟
を
無
視
し
た
議
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
」（
松

下 1981

→2002: 16

）
と
し
、
都
市
型
社
会
と
し
て
の
日
本
を
と
ら
え
る
な
ら
ば
、「
戦
争
に
い
た
ら
な
い
以
前
に
、「
有
事
迫
る
」
と

い
う
緊
迫
状
況
が
始
ま
る
だ
け
で
、
東
京
、
大
阪
な
ど
の
巨
大
都
市
圏
に
パ
ニ
ッ
ク
が
お
こ
り
、
日
本
の
工
業
力
自
体
が
破
綻
し
始
め
る

と
い
う
事
態
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。」（
松
下 1981

→2002: 17

）「
日
本
の
工
業
が
高
度
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
東
京
圏
が

巨
大
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
都
市
型
社
会
の
問
題
点
が
尖
鋭
と
な
る
。
都
市
型
社
会
の
過
熱
し
た
日
本
は
、
戦
争
に
た
え
ら
れ
な
い
モ
ロ

イ
構
造
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。」（
松
下 1981

→2002: 18

）、
防
衛
論
争
は
こ
の
よ
う
な
日
本
に
お
け
る
都
市
型
社
会
の
あ
り
か
た

を
ふ
ま
え
て
、「
国
際
政
治
の
特
定
の
考
え
方
か
ら
の
短
絡
で
は
な
く
、
当
然
、
国
内
政
治
の
配
置
状
況
、
そ
れ
に
軍
事
技
術
、
戦
争
経

済
に
い
た
る
複
合
思
考
が
不
可
欠
で
あ
る
。
だ
が
、
論
争
の
前
提
に
あ
る
戦
争
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
が
農
村
型
社
会
で
の
戦
争
を
モ
デ
ル

に
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
防
衛
論
争
は
今
日
的
実
効
性
を
も
た
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
人
々
を
謬
ら
せ
て
し
ま
う
。」（
松

下 1981

→2002: 19

）
と
問
題
提
起
す
る
。

　
都
市
型
社
会
と
い
う
社
会
形
態
の
認
識
は
、
松
下
の
市
民
自
治
理
論
、
自
治
体
理
論
を
つ
う
じ
た
《
自
治
・
分
権
》
理
論
を
直
接
に
形

づ
く
る
が
、
そ
の
視
座
は
、「
現
代
」
の
社
会
に
ア
ラ
ワ
レ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
の
分
析
視
角
と
し
て
、
松
下
が
一
九
八
〇
年
代
前
半
で

マ
ス
コ
ミ
で
の
発
言
を
や
め
る
ま
で）（（
（

、
多
様
な
時
流
分
析
の
著
作
を
う
み
だ
す
基
盤
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

四
─
三
　〈
大
衆
〉
と
〈
市
民
〉
の
あ
い
だ

　
都
市
型
社
会
論
で
は
大
衆
社
会
論
に
お
け
る
〈
大
衆
〉
に
か
わ
っ
て
〈
市
民
〉
が
政
治
・
政
策
の
主
体
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
高
度

成
長
期
、
市
民
活
動
の
群
生
を
み
て
、
一
九
七
五
年
の
『
市
民
自
治
の
憲
法
理
論
』（
岩
波
新
書
）
を
え
が
い
た
松
下
の
「
市
民
像
」、
ま
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た
「
市
民
型
人
間
型
」
は
、
大
衆
社
会
論
に
お
け
る
受
動
的
な
マ
ス
と
な
り
う
る
と
え
が
か
れ
た
〈
大
衆
〉
と
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
印
象

を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
。《
現
代
》
の
社
会
の
「
主
役
」
を
、
松
下
は
ど
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
の
か
。

　
本
稿
は
こ
の
大
き
な
問
題
を
直
接
の
対
象
と
は
し
て
い
な
い
が
、
大
衆
社
会
論
と
都
市
型
社
会
論
と
の
「
あ
い
だ
」
と
し
て
い
く
つ
か

の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
松
下
の
、〈
大
衆
〉〈
市
民
〉
が
押
し
出
さ
れ
る
土
台
、
都
市
型
社
会
論
で
い
う
と
、
近
代
化
に
よ
り
農
村
型
社
会
の
共
同
体
・
身
分
か

ら
「
個
人
」
が
析
出
さ
れ
、
そ
れ
は
人
口
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
と
し
て
進
行
し
て
い
く
。
た
だ
、
大
衆
社
会
論
で
は
そ
こ
で
大
衆
が
「
原

子
化
」「
組
織
化
」
さ
れ
、
国
主
導
の
「
福
祉
国
家
」
の
客
体
と
な
っ
て
受
動
化
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
都
市
型

社
会
で
は
、「
餓
死
か
ら
の
解
放
」「
余
暇
と
教
養
」「
政
治
参
加
の
平
等
化
」
が
、〈
自
治
・
共
和
〉
を
規
範
理
念
と
し
て
も
つ
「
市
民
型

人
間
型
」
の
「
大
量
醸
成
」
の
可
能
性
が
支
持
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
向
い
う
る
可
能
性
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
受
動
的
な
〈
大
衆
〉
と
な
る

可
能
性
も
、
政
治
・
政
策
の
能
動
的
主
体
と
し
て
《
現
代
》
の
〈
市
民
〉
と
な
る
可
能
性
も
、
大
衆
社
会
、
都
市
型
社
会
は
内
包
し
て
い

る
。
第
一
論
文
に
お
い
て
も
、
松
下
は
、「〈
大
衆
〉
状
況
の
克
服
」
を
、「
市
民
的
自
由
」
の
確
保
か
ら
で
き
る
と
み
て
い
る
。
都
市
型

社
会
に
お
い
て
も
、
呪
術
へ
「
退
行
」
す
る
心
性
を
も
ち
、
政
治
参
加
を
放
棄
し
う
る
。
た
だ
、
都
市
型
社
会
か
ら
は
逃
げ
ら
れ
な
い
。

　
都
市
型
社
会
が
実
現
す
る
三
条
件
と
、
市
民
が
〈
政
策
・
制
度
〉
の
当
事
者
で
あ
り
、
そ
の
「
必
要
」
に
応
じ
て
政
府
を
つ
く
る
主
権

者
で
あ
る
こ
と
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
市
民
と
し
て
の
「
規
範
」
か
ら
、「
市
民
型
人
間
型
」
の
大
量
醸
成
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
し
、

そ
れ
以
上
に
「
市
民
」
を
、
例
え
ば
年
収
や
学
歴
や
社
会
に
お
け
る
位
置
か
ら
え
が
き
だ
せ
る
だ
ろ
う
か
。
目
の
前
を
歩
い
て
く
る
人
物

と
自
分
が
「
市
民
性
」
に
お
い
て
ど
ち
ら
が
高
い
か
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
都
市
型
社
会
で
は
で
き
な
い
。

　
松
下
は
、
辻
山
幸
宣
の
「
い
ま
、
ど
の
く
ら
い
の
数
の
『
市
民
』
が
い
る
か
」
と
い
う
問
い
に
、「『
市
民
』
は
い
る

0

0

ん
じ
ゃ
な
い
、
な0
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る0

ん
だ
」〔
傍
点
マ
マ
〕
と
答
え
た
と
い
う
（
辻
山 2016: 16

）。「
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
市
民
は
政
治
の
当
事
者
に
な
り
う
る
」
社

会
で
は
、「
い
ま
」
そ
う
で
な
く
て
も
、
政
策
課
題
の
当
事
者
や
課
題
を
「
ほ
っ
と
け
な
い
」
と
き
、
ひ
と
は
「
市
民
」
に
「
な
り
う
る
」

の
だ
。
松
下
の
「
市
民
」
像
は
抽
象
的
、
規
範
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
《
現
代
》
に
お
け
る
「
市
民
」
は
資
格
や
属
性
で

認
定
さ
れ
る
存
在
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
個
人
が
公
共
空
間
に
存
在
す
る
主
体
と
な
り
え
る
で
は
な
い
か
。
大
衆
社
会
論
が
示
し
た
人
び

と
の
主
体
性
を
失
わ
せ
る
可
能
性
も
、
都
市
型
社
会
論
が
示
し
た
、
市
民
型
人
間
型
の
大
量
醸
成
の
可
能
性
も
、
同
じ
く
《
現
代
》
に
は

あ
り
え
る
。
政
治
が
〈
可
能
性
の
技
術
〉
で
あ
る
か
ぎ
り
、
後
者
の
可
能
性
を
拡
げ
る
こ
と
が
、
め
ざ
さ
れ
よ
う
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
本
稿
で
は
、
松
下
の
都
市
型
社
会
論
の
成
立
と
そ
の
理
論
を
、
大
衆
社
会
論
か
ら
の
展
開
と
あ
わ
せ
て
検
討
し
た
。

　
本
稿
の
対
象
か
ら
は
超
え
る
が
、
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
、
都
市
型
社
会
ま
た
は
ど
の
よ
う
な
用
語
で
あ
っ
て
も
《
現
代
》
の
社
会
形

態
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　「
大
衆
社
会
論
争
」
を
あ
つ
か
っ
た
加
茂
利
男
は
、
こ
の
論
争
を
つ
う
じ
て
、「
大
衆
社
会
論
者
」
側
も
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」
側
も
、

「
大
衆
社
会
」
状
況
と
い
う
《
現
代
》
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
確
認
し
、「
戦
後
日
本
を
把
え
る
“
視
座
”
の
展
開
が
お
こ
な
わ
れ
、
定

着
さ
れ
て
い
っ
た
」（
加
茂 1973: 79

）
と
す
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
「
都
市
型
社
会
と
防
衛
論
争
」
で
松

下
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
農
村
型
社
会
の
「
社
会
イ
メ
ー
ジ
」
を
更
新
で
き
な
い
ま
ま
、〈
政
策
・
制
度
〉
を
す
す
め
て
い
な
い
か
。

　
そ
の
象
徴
と
も
言
え
る
文
書
が
自
民
党
政
務
調
査
会
が
二
〇
一
二
年
に
発
行
し
た
「
チ
ョ
ッ
ト
待
て
！
“
自
治
基
本
条
例
”
～
つ
く
る

べ
き
か
ど
う
か
、
も
う
一
度
考
え
よ
う
～
」
と
題
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
あ
る
（
自
民
党
政
務
調
査
会 2012

）。
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こ
こ
で
は
、
松
下
理
論
と
し
て
、「
市
民
が
や
れ
な
い
こ
と
を
市
町
村
が
や
り
、
更
に
市
町
村
が
や
れ
な
い
こ
と
を
都
道
府
県
が
や
る
。

都
道
府
県
が
や
れ
な
い
部
分
を
国
が
や
る
と
い
う
理
論
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
補
完
性
の
原
理
」
で
す
」「
こ
の
た
め
、
自
治

体
の
権
限
も
財
源
も
、
議
会
も
行
政
も
、
市
民
か
ら
の
「
信
託
」
に
過
ぎ
な
い
、
国
家
も
、
地
方
自
治
体
も
、
市
民
の
「
信
託
」
に
よ
っ

て
成
り
立
つ
と
理
論
付
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
複
数
信
託
論
」
で
す
。」（
自
民
党
政
務
調
査
会 2012: 3

）
と
示
す
。「
松
下
理
論
」
と

し
て
の
紹
介
の
し
か
た
に
偏
り
が
あ
っ
て
も
、
あ
な
が
ち
誤
読
で
は
な
い
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
そ
れ
を
問
題
と
す
る
の
か
。

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
「
こ
れ
で
は
議
会
も
行
政
も
法
的
根
拠
が
不
要
と
な
り
、
市
民
の
総
意
で
ど
う
に
で
も
な
る
と
い
う
理
論
に
な
る
」

と
、
信
託
の
手
続
き
と
し
て
の
基
本
法
＝
憲
法
が
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
な
記
述
に
飛
躍
し
て
し
ま
う
。
だ
が
、
よ
り
直
接
の
問
題
意
識

は
、
こ
の
項
目
の
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
る
。「
国
家
よ
り
市
民
に
重
き
を
置
く
」
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
を
非
難
し

「
市
民
よ
り
国
家
に
重
き
を
置
く
」
べ
き
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
国
民
主
権
、
民
主
政
治
の
否
定
で
あ
る
。
ひ
と
び
と
は
、
そ
の
意
に

沿
わ
な
い
と
き
に
、
国
政
府
を
お
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
び
と
の
存
在
は
、
国
に
も
社
会
に
も
さ
き
ん
じ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　
都
市
型
社
会
、
人
び
と
が
〈
政
策
・
制
度
〉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
く
ら
し
の
基
盤
を
お
き
、
政
府
は
、
市
民
自
治
か
ら
の
「
信
託
」
に

よ
っ
て
、
市
民
の
「
必
要
」
に
対
応
し
、
市
民
に
必
要
不
可
欠
な
〈
政
策
・
制
度
〉
を
整
備
す
る
。
ま
さ
に
松
下
の
い
う
シ
ビ
ル
・
ミ
ニ

マ
ム
で
あ
る
。
そ
う
し
た
政
府
の
機
能
か
ら
み
れ
ば
、
政
府
は
市
民
の
課
題
の
現
場
に
も
っ
と
も
近
い
自
治
体
、
国
、
世
界
共
通
課
題
に

対
応
す
る
国
際
機
構
と
三
分
化
す
る
。
政
治
は
〈
可
能
性
の
技
術
〉
で
あ
り
、
政
策
は
、
目
的
と
い
う
未
来
を
誘
導
す
る
た
め
の
手
段
で

あ
る
か
ぎ
り
、
あ
ら
か
じ
め
「
正
解
」
は
な
く
、
つ
ね
に
可
謬
性
を
も
つ
。
し
か
し
、
都
市
型
社
会
の
明
快
な
論
理
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
絶
対
・
無
謬
・
包
摂
」
の
「
国
家
」
と
い
う
「
幻
想
」
は
、
な
お
「
政
治
イ
メ
ー
ジ
」
の
更
新
が
す
す
ま
な
い
日
本
の
現
状
か
ら
払
拭

さ
れ
て
い
な
い
。

　
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、《
現
代
》
の
社
会
形
態
は
、
そ
れ
が
政
治
・
政
策
が
展
開
さ
れ
る
前
提
で
あ
り
基
盤
で
あ
り
現
場
で
あ
る
以
上
、
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く
り
か
え
し
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
松
下
先
生
の
ご
逝
去
を
、
こ
こ
ろ
よ
り
悼
み
な
が
ら
。
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（
1
）　
た
だ
し
、
工
業
化
は
無
限
に
続
く
も
の
で
は
な
く
、
地
球
を
め
ぐ
っ
て
「
生
産
資
源
の
無
限
大
、
環
境
容
量
の
無
限
大
と
い
う
、
安
易
に
想
定
さ
れ
て
い

た
工
業
化
の
前
提
が
崩
壊
」
し
、
人
類
の
「
継
続
」
自
体
が
問
題
と
な
る
危
機
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
民
主
化
の
工
業
化
に
よ
る
制
御
」
と
い
う
難
し
い
課
題
を

突
き
つ
け
て
い
る
と
す
る
。

（
2
）　『
政
策
型
思
考
と
政
治
』
自
体
が
、「
国
家
観
念
と
の
別
れ
の
書
」
で
あ
り
、「
国
家
は
農
村
型
社
会
か
ら
都
市
型
社
会
へ
の
大
転
換
、
つ
ま
り
近
代
化
の

推
力
と
し
て
の
、
過
渡
媒
体
に
と
ど
ま
る
」（
同
書
冒
頭
）。
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（
3
）　
旧
制
高
校
時
代
の
著
作
を
ふ
く
め
た
著
作
リ
ス
ト
て
い
え
ば
、
こ
の
論
文
は
七
作
め
に
あ
た
る
（
松
下 2015

）。

（
4
）　
歌
中
で
は
恋
愛
を
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
で
「
肩
を
よ
せ
あ
え
る
あ
な
た
」
は
、
ム
ラ
型
社
会
の
つ
な
が
り
で
は
な
く
、
対
等
な
個
人
の
自

主
的
な
選
択
に
よ
る
関
係
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。

（
5
）　
な
お
、
こ
こ
で
は
、
松
下
は
、
工
業
社
会
へ
の
移
行
は
農
業
人
口
が
四
〇
％
を
切
っ
た
段
階
と
し
て
い
る
。

（
6
）　
こ
の
論
文
は
松
下
（1994

）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、
原
版
は
「
工
業
社
会
」
で
あ
っ
た
も
の
が
「
す
で
に
そ
の
〔
都
市
型
社
会
論
の
〕
理
論
定
式
は
で

き
て
い
る
の
で
」
所
収
版
で
は
「
都
市
型
社
会
」
と
お
き
か
え
ら
れ
て
記
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）　
松
下
じ
し
ん
は
「
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
使
い
始
め
て
い
る
」（
松
下 1994: 524

）
と
し
て
い
る
。

（
8
）　
鳴
海
正
泰
は
、「
地
域
民
主
主
義
」
は
鳴
海
の
造
語
、「
自
治
体
改
革
」
は
松
下
の
造
語
と
整
理
し
て
い
る
（
鳴
海 2016: 14

）。

（
9
）　
美
濃
部
都
政
の
ブ
レ
ー
ン
と
な
る
小
森
武
は
松
下
と
同
時
期
に
、
著
書
の
な
か
で
「
シ
チ
ズ
ン
・
ミ
ニ
マ
ム
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
い
る
。

（
10
）　
松
下
じ
し
ん
は
マ
ス
コ
ミ
で
の
発
表
を
、
一
九
九
一
年
に
「
一
〇
年
前
、
ほ
ぼ
五
〇
歳
で
」（
松
下 1991: 362

）
や
め
た
と
す
る
が
、
一
九
八
五
年
ご

ろ
ま
で
散
見
さ
れ
る
（
松
下 2015
）。


